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東 日 本 大 震 災 と 原 子 力 災 害 か ら １ ２ 年 余 り が 経 過 し ま し た 。  
県 内 で は 、６ 町 村 に 設 定 さ れ た 特 定 復 興 再 生 拠 点 区 域 が 、一 部

を 除 き 全 て 解 除 さ れ た ほ か 、Ｊ Ｒ 只 見 線 が １ １ 年 振 り に 全 線 で の

運 転 再 開 を 果 た し 、県 産 品 に は 国 内 外 か ら 高 い 評 価 が 寄 せ ら れ る

な ど 、 当 県 は 着 実 に 復 興 の 歩 み を 進 め て お り ま す 。  
 
ま た 、エ ネ ル ギ ー 安 全 保 障 が 世 界 的 な 問 題 と な る 中 、国 に お い

て 原 子 力 政 策 の 議 論 が な さ れ て お り ま す が 、福 島 に お け る 過 酷 な

原 発 事 故 の 現 状 と 教 訓 を 踏 ま え 、住 民 の 安 全・安 心 を 最 優 先 に 丁

寧 に 進 め る こ と が 、福 島 の 復 興 へ の 信 頼 に お い て も 重 要 と な り ま

す 。当 県 と い た し ま し て は 、今 後 も「 原 子 力 に 依 存 し な い 、安 全・

安 心 で 持 続 的 に 発 展 可 能 な 社 会 づ く り 」を 基 本 理 念 に 掲 げ 、全 力

で 復 興 に 向 け た 挑 戦 を 続 け て ま い り ま す 。  
 
一 方 で 、今 も な お 多 く の 県 民 が 避 難 生 活 を 続 け て お ら れ る ほ か 、

避 難 地 域 の 復 興・再 生 、廃 炉 と 汚 染 水・処 理 水 対 策 、風 評 と 風 化

の 問 題 に 加 え 、復 興 の ス テ ー ジ が 進 む に つ れ て 顕 在 化 す る 新 た な

課 題 へ の 対 応 な ど 、当 県 は い ま だ 多 く の 困 難 を 抱 え て お り 、福 島

の 復 興 は 長 く 厳 し い 戦 い が 続 き ま す 。  
 
こ う し た 中 、今 月 ２ 日 に 改 正 福 島 復 興 再 生 特 別 措 置 法 が 成 立 し 、

拠 点 区 域 外 に「 特 定 帰 還 居 住 区 域 」が 新 た に 設 け ら れ ま し た こ と

は 、帰 還 困 難 区 域 全 体 の 避 難 指 示 解 除 に 向 け た 大 切 な 一 歩 に な る

も の で あ り ま す 。  
 
こ う し た 流 れ を よ り 確 か な も の と す る た め に も 、当 県 の 総 合 計

画 や 福 島 復 興 再 生 計 画 に 掲 げ る 取 組 を し っ か り と 形 に す る と と

も に 、誰 も が 笑 顔 と 誇 り で 満 ち あ ふ れ た「 復 興 の 地 ふ く し ま 」の

実 現 に 向 け 、第 ２ 期 復 興・創 生 期 間 後 も 切 れ 目 な く 、安 心 感 を 持

っ て 復 興 を 進 め る た め の 十 分 な 財 源 の 確 保 や 進 捗 状 況 に 応 じ た

き め 細 か な 対 応 が 不 可 欠 で あ り ま す 。  
 
国 に お か れ ま し て は 、福 島 復 興 再 生 特 別 措 置 法 に 掲 げ る 責 務 を

果 た す と の 強 い 決 意 の 下 、県 や 市 町 村 の 声 を 真 摯 に 受 け 止 め 、最

後 ま で 責 任 を 持 ち 、総 力 を 挙 げ て 福 島 の 復 興 と 地 方 創 生 の 推 進 に

取 り 組 ん で い た だ き ま す よ う 、 次 の と お り 要 望 い た し ま す 。  
  

 
令 和 ５ 年 ６ 月 ８ 日  
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＜全般的事項＞ 
 
Ⅰ ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応 

【内閣官房、内閣府、消費者庁、復興庁、総務省、外務省、 
財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、水産庁、 

経済産業省、資源エネルギー庁、国土交通省、観光庁、 
環境省、原子力規制委員会、原子力規制庁】 

 
ＡＬＰＳ処理水の取扱いについては、行動計画に基づき情報発

信等の取組が進められているところであるが、いまだ新たな風評
が生じることへの懸念など、様々な意見が示されている。 
 ＡＬＰＳ処理水の問題は、福島県だけではなく、日本全体の問
題であることから、国が前面に立って、関係省庁がしっかりと連
携し、行動計画に基づき政府一丸となって以下の措置を講じるこ
と。 

 
(1) 理解醸成と万全な風評対策 

ＡＬＰＳ処理水について、国内外の理解醸成に向け、トリチ
ウムに関する科学的な性質や、国内外におけるトリチウムの処
分状況、環境モニタリング結果など、正確で分かりやすい情報
発信を継続的に行うとともに、ＩＡＥＡ等の国際機関と連携
し、第三者による監視と透明性の確保に努め、科学的な事実に
基づく情報を積極的に発信するなど、基本方針や行動計画の中
で自らが示した取組を更に徹底すること。 

加えて、新たな風評を発生させないよう、農林水産業や観光
業を始めとした県内の幅広い業種に対する、万全な風評対策に
責任を持って取り組むこと。 

特に、水産業については、漁業関係者が風評の発生を強く懸
念していることから、復興の取組が妨げられることのないよ
う、必要な対策の強化に取り組むこと。 

また、対策の実施状況や効果を確認しながら、支援内容の見
直しや必要な追加対策を機動的に講じること。 

さらに、そうした対策を講じても風評被害が発生する場合に
は、東京電力に対し迅速かつ確実な賠償を行うよう指導するな
ど、国が最後まで責任を持って対応すること。 
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(2) 浄化処理の確実な実施 
タンクに保管されている水の浄化処理について、処理過程の

透明性を確保した上で、確実に実施するとともに、地元関係者
等の立ち会いによる環境モニタリングの実施など、客観性、透
明性及び信頼性の高い安全対策を講じること。 

 
(3) 汚染水発生量の更なる低減 

処理水の元となる汚染水発生量の更なる低減が重要である
ことから、中長期ロードマップに基づく目標達成はもとより、
更なる低減に向けて、様々な知見や手法を活用し、原子炉建屋
等への地下水や雨水等の抜本的な流入抑制対策に取り組むこ
と。 

 
(4) 処理技術の継続的な検討 

国においてトリチウムの分離技術を研究開発する機関を明
確に位置付け、引き続き、新たな技術動向の調査や研究開発を
推進し、実用化できる処理技術が確認された場合には、速やか
にその活用を図るなど柔軟に対応すること。 
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Ⅱ 第２期復興・創生期間以降における復興の更なる加速化 
 
 

1  復興に向けた総合的な施策の推進 
【内閣官房、内閣府、警察庁、復興庁、総務省、外務省、 

財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、 
経済産業省、国土交通省、環境省】 

 
当県の原子力災害からの復興・再生は、被災者の生活再建、

商工業や農林水産業の再開など産業・生業の再生、医療・福祉・
教育環境の整備・充実、治安対策の強化、インフラ整備などの
避難地域の復興・再生や、除染の推進、廃炉と汚染水・処理水
対策、風評払拭・風化防止対策、福島イノベーション・コース
ト構想の推進、再生可能エネルギー先駆けの地及び福島新エネ
社会構想の実現、新たな産業の創出、企業立地の促進などの産
業の自律的発展に向けた基盤づくり等、多岐にわたっており、
今後も中長期にわたってあらゆる挑戦を粘り強く続けていか
なければならない。 

こうした中、当県の更なる復興・再生に向けては、その要で
ある福島復興再生特別措置法や、同法に基づく福島復興再生基
本方針及び福島復興再生計画における取組等を推進していく
ことが不可欠であり、各地域によって復興の進捗が大きく異な
るなど、当県特有の深刻化・複雑化する課題等に対して、現場
の実情に応じてきめ細かに対応し、福島１２市町村の将来像提
言や福島県総合計画等で示された目指すべき将来の姿の実現
を図る必要がある。 

このため、まずは、第２期復興・創生期間において、財源フ
レーム決定後に新たに生じた課題や多様なニーズに的確に対
応するとともに、既存の事業執行に支障が生じないよう、「『第
２期復興・創生期間』以降における東日本大震災からの復興の
基本方針」に基づき、必要に応じて財源フレームの見直しを行
うこと。 

さらに、第２期復興・創生期間後においても、切れ目なく安
心感を持って中長期的に復興を進めることができるよう、十分
な財源と枠組み、復興を支える制度をしっかりと確保すること。 

また、いまだ諸外国における当県産農林水産物等の輸入規制
措置が続いているなど、原子力災害による影響は県内全域に及
んでいる。風評払拭・風化防止対策や、避難者に対する支援、
事業・生業の再生など、福島の復興・創生に向けた取組に当た
っては、当県の特殊事情を踏まえ、県内全域にわたり一体的・
中長期的に推進すること。 

あわせて、当県は、東日本大震災以降も福島県沖地震を始め
とした度重なる災害からの復旧・復興に懸命に取り組んでいる
最中であり、長期化する原油価格・物価高騰などの社会情勢の
影響もあることから、復興・創生が遅滞することがないよう、
引き続き人的・財政的な十分な支援を行うこと。 
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  2  交付税、基金、交付金等に係る財源措置、地方一般財源総額
の確保等 
【内閣府、こども家庭庁、復興庁、総務省、財務省、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省】 
 

(1) 震災復興特別交付税措置の継続 
令和６年度以降においても復旧・復興事業が終了するまでの

期間、復興の進捗により生じる新たな課題への対応を含む復
旧・復興事業等について、通常収支とは別枠で整理し、直轄・
補助事業に係る地方負担分、補助対象とならない地方単独事業
の負担分、さらには、地方税等の減収分に対して、引き続き、
震災復興特別交付税により確実に措置すること。 

 
(2) 福島再生加速化交付金の予算確保等 

地域により復興のステージが異なる中、全ての被災地域が原
子力災害からの復興を成し遂げるため、福島の復興加速を目的
とする生活環境向上等対策（帰還・移住等環境整備交付金）、
長期避難者の生活拠点整備（コミュニティ復活交付金）、子育
て世帯の帰還・定住支援（こども元気復活交付金）等を推進す
る福島再生加速化交付金について、長期的かつ十分な予算を確
保すること。 

特に、帰還・移住等環境整備交付金については、移住希望者
のニーズに応じた効果的な支援を行うため、移住・定住促進事
業を継続するとともに、面整備事業と一体的に施工すべき道路
事業の対象要件の緩和など、運用の弾力化を図ること。 

あわせて、住民帰還や移住等の復興の進捗に伴って生じる新
たな課題等に対して適時的確に対応できるよう、柔軟で使いや
すい制度とすること。 

 
(3) 被災者支援総合交付金の予算確保等 

避難生活の長期化や復興公営住宅等への移転後のコミュニ
ティ形成、被災者の心身や子どもの体力の回復など、各地域の
被災者を取り巻く課題に適切に対応するため、見守り・相談、
交流機会の提供、心のケア、子どもの健康支援等の様々な施策
により、被災者の生活再建のステージに応じた切れ目のない支
援を継続していく必要があることから、被災者支援総合交付金
については、被災者の実情を踏まえた柔軟な運用を行うととも
に、長期かつ十分な予算を確保すること。 
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(4) 地方の安定的な財政運営に係る財源の確保 
福島県沖地震や昨年８月大雨災害等の自然災害からの早期

復旧を始め、原油価格・物価高騰対策、新型コロナウイルス感
染症対策など、広範かつ膨大な財政需要への対応が求められる
中、復興・再生を着実に進めるには、安定的な財政基盤が重要
であることから、「経済財政運営と改革の基本方針２０２１（骨
太方針２０２１）」等に基づき、地方一般財源総額について、
令和５年度の水準を下回らないよう確実に確保し充実させる
こと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 6 - 

3 復興に向けた人員確保 
【内閣府、復興庁、総務省、文部科学省、文化庁、厚生労働省、 

農林水産省、経済産業省、国土交通省】 
 

当県は、原子力災害の持つ特殊性により長期にわたる人員確
保が不可欠であることから、国においては、全国知事会、全国
市長会、全国町村会等と連携を図りながら県や避難地域１２市
町村を始めとする市町村の人員確保に対する支援を充実させ
るとともに、国や独立行政法人から中長期的な職員派遣等を行
うこと。 

また、派遣職員の受入れ経費や震災対応のために職員の採用
を行った場合の人件費等の経費については、原子力災害の極め
て深刻かつ特殊な被害と影響への対応が長期にわたらざるを
得ないことを十分に踏まえ、復旧・復興事業が終了するまでの
期間、引き続き全額を震災復興特別交付税等により確実に措置
すること。 
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＜個別事項＞ 
 
Ⅲ 避難地域・浜通りの復興・再生 
 
 

4 避難地域の復興実現 
  【内閣府､こども家庭庁､復興庁､総務省､文部科学省､厚生労働省､

農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省】 
 

避難地域の復興においては、帰還困難区域の再生のほか、避
難指示が解除された地域の医療・介護・福祉、子育て、教育、
交通、買い物、商業施設の運営支援、防犯、荒廃抑制、鳥獣被
害対策、情報通信等の生活環境整備や、物流機能の回復、産業・
生業の再生、新産業の創出、移住・定住の促進や交流人口・関
係人口の拡大、魅力あるまちづくり、地域コミュニティの再生
等を更に進めていく必要がある。 

また、いまだ避難指示区域が存在している自治体があるほ
か、避難指示が解除され、日々復興に取り組んでいる自治体に
おいても、ステージに応じた新たな課題に直面しているなど、
自治体ごとに復興の進捗が大きく異なってきており、それぞれ
の実情を踏まえた対応が求められている。 

このため、原子力災害における国の責務として、中長期的な
財源を確実に確保し、被災自治体への人的支援を継続するとと
もに、様々な機会において地元の意見を丁寧に聞きながら、新
たな課題にしっかりと対応し、１２市町村の将来像の具現化に
向けた中長期的な取組を支援すること。 
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5 帰還困難区域の復興・再生 
【内閣府､復興庁､農林水産省､経済産業省､国土交通省､環境省】  

 
特定復興再生拠点区域について、避難指示解除後も引き続

き、特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づく拠点づくりを
確実に進めるために必要な予算を十分に確保するとともに、そ
れぞれの地域の実情に応じた拠点区域の整備に取り組むこと
ができるように支援すること。 

また、福島復興再生特別措置法の改正により創設された特定
帰還居住区域について、避難が長期化したことによる住民の個
別の事情や地元自治体の意向を十分考慮するとともに、早期の
避難指示解除に向け、除染等の必要な予算を十分に確保し、帰
還意向のある全ての住民が一日も早く帰還できるよう責任を
持って取り組むこと。 

さらに、帰還意向のない住民の土地・家屋等の扱いや避難指
示の長期化に伴い経年劣化が進んでいる道路・河川等の施設更
新等の課題について、引き続き、地元自治体と真摯に協議を重
ね、その意向を十分に踏まえながら、帰還困難区域全てを避難
指示解除し、復興・再生に最後まで責任を持って取り組むこと。 
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6 避難地域等の事業・生業の再生 
【内閣府、復興庁、農林水産省、経済産業省、中小企業庁】 

 
(1) 被災事業者等の支援 

避難地域１２市町村における商工業や農林水産業等の事業・
生業の再建に向けては、公益社団法人福島相双復興推進機構
（福島相双復興官民合同チームの中核組織）が事業者の個別訪
問等を通じて、課題に合わせた活動支援を強化しているところ
であり、引き続き、国が主体的に関与し、同機構に対する継続
的な支援を確実に実施すること。 

あわせて、原子力災害被災事業者事業再開等支援事業及び原
子力災害被災地域創業等支援事業について、中長期的に継続す
るとともに、十分な予算を確保すること。 

特に、特定復興再生拠点区域等における事業再開や創業を促
進するため、地域の実情を踏まえた支援策の強化・拡充を行う
こと。 

 
(2) 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業の継続 

中小企業組合等共同施設等災害復旧事業（いわゆるグループ
補助金）について、避難地域１２市町村においては、避難指示
区域の見直しに伴い現地に帰還して復旧に着手する事業者が
見込まれることから、令和６年度以降も事業を継続するととも
に、十分な予算を確保すること。 

 
  (3) 復興特区税制の延長 

東日本大震災と原発事故により著しい被害を受けた浜通り
地域等においては、いまだ帰還困難区域が存在するなど、地域
によって復興のステージが異なる状況であり、事業・生業の再
建に向けて、事業者の帰還や新たな事業者の呼び込みが引き続
き必要である。 

こうした中、雇用機会の創出や設備投資の促進に寄与する復
興特区税制について、今年度末が適用期限となっているところ
であるが、当県の復興を加速するためには、地域の実情に応じ
た中長期的な産業集積が必要であることから、当該税制の期間
を延長すること。 
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7 避難地域の営農再開に向けた支援 
【復興庁、農林水産省】 

 
東日本大震災から１２年が経過し、避難指示解除が早かった

地域を中心に営農再開が着実に進みつつある一方、避難指示が
解除されて間もない地域では営農再開が十分に進んでおらず、
帰還困難区域では特定復興再生拠点区域の農地で保全管理を
開始した段階にあるなど、それぞれの地域で営農再開の状況が
大きく異なる。 

避難地域の営農再開を滞りなく進めるには、地域の実情を踏
まえた継続的な取組が不可欠であることから、被災地域農業復
興総合支援事業を始めとした営農再開関連事業について、令和
６年度以降も継続し、十分な予算を確保すること。 

特に、福島県営農再開支援事業については、基金の残高が不
足する状況であることから、事業実施に必要な額を確実に積み
増すこと。 

また、「市町村を越えた広域的な高付加価値産地構想」を実
現し、営農再開を加速するため、福島県高付加価値産地展開支
援事業の実施に当たっては、引き続き、避難地域で農業法人の
参入促進に取り組むとともに、十分な予算を確保し、県・市町
村・関係機関と一体となって産地形成を支援すること。 
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8 避難地域等の鳥獣被害対策の推進 
【復興庁、農林水産省、環境省】 

 
(1) 生活環境整備に向けた鳥獣被害対策の推進 

避難地域１２市町村におけるイノシシ等の鳥獣被害を防止
するため、福島生活環境整備・帰還再生加速事業について、県
や市町村が円滑に対策を実施できるよう、現場の状況を踏まえ
た運用や必要な予算の確保を行うとともに、県内全域の課題解
決に向け、地域の実情に応じた十分な支援を行うこと。 

また、帰還困難区域においては、生息状況調査を踏まえ、国
における捕獲目標を明確化した上で、最大限の捕獲に取り組む
こと。 

 
(2) 農作物被害防止のための取組への支援 

深刻・広域化する野生鳥獣による農作物被害を防止するた
め、侵入防止柵の整備や捕獲活動の強化などの取組に必要な予
算を確保するとともに、鳥獣被害防止総合対策交付金について
は、農作物の栽培期間に適切な対策が実施できるよう柔軟な運
用を行うこと。 

また、住民が主体となった集落ぐるみの総合的な対策をコー
ディネートできる専門的な人材の確保や育成に必要な予算の
確保など、十分な支援を行うこと。 
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9 避難地域等における医療提供体制の再構築 
【復興庁、厚生労働省】 

 
避難地域等の医療提供体制については、避難指示が解除等さ

れた各市町村において、少なくとも１施設の診療所が開設・再
開したほか、救急医療を担う「ふたば医療センター附属病院」
が開院したが、いまだ十分な医療の確保がされている状況には
ない。 

帰還した住民が安心して保健・医療、介護・福祉サービスを
受け、さらに専門医療や在宅医療（医療・介護の連携）等の幅
広い医療ニーズにも対応するためには、引き続き、医療施設等
の復旧や医療従事者等の確保等、中長期的な医療提供体制の再
構築に向けた取組が必要である。 

これらの取組は、原発事故を由来とする特殊事情を原因とし
たものであることから、第２期復興・創生期間以降も国におい
て以下の措置を行うこと。 

 
(1) 避難地域等の医療提供体制の再構築に向けた財源の措置 

避難地域で再開・開設した医療機関の約６割が人件費・運営
費の支援を受けて稼働するなど厳しい状況の中で診察を継続
しているが、経営環境の急速な改善は困難な見通しであるほ
か、専門医療（人工透析や特定の診療科等）の確保も困難な状
況である。 

また、特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されるなど復
興が着実に前進する中、避難地域における医療提供体制の整備
が不可欠であるほか、帰還困難区域での医療機関等の再開・開
設に必要な施設・設備整備費への支援等に加え、新たなニーズ
も想定される。 

さらに、避難地域においては、医療提供体制が不十分である
ことから、いわき市や南相馬市など浜通り一帯を生活圏にする
傾向が一層強まり、近隣地域の医療機関では、避難地域からの
専門医療の患者に加え、夜間初期救急の患者についても受入れ
を行っている。 

ついては、避難地域等の医療提供体制の再構築に向けて、復
興を力強く支える双葉地域の中核となる病院の整備や運営、近
隣地域の医療機能の強化に係る支援等を含め、中長期的に取り
組むために必要となる予算を安定的かつ十分に確保するとと
もに、地域医療再生基金の柔軟な活用を認めること。 
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(2) 医療従事者の安定的な確保及び県内定着促進への支援 
避難地域においては、医師派遣や看護職員の住宅確保等、医

療機関に対する緊急的な人材等の支援を実施することで医療
提供体制を維持しているが、人材確保が困難な状況が今後劇的
に好転するとは考えにくく、必要な施策を講じなければ、人材
の地域偏在はより深刻化すると見込まれる。 

こうした中、医師確保事業等を始めとした県内全域で実施す
る人材確保・地域定着策について、これまでと同規模かつ複合
的に実施し、避難地域及び近隣地域へ人材を提供していく必要
がある。 

ついては、避難地域の医療提供体制を安定的なものとするた
め、当県が行う切れ目のない医療従事者確保対策に必要となる
予算を十分に確保すること。 
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10 避難地域等における教育環境の整備・充実 
【内閣府、こども家庭庁、復興庁、総務省、 

文部科学省、厚生労働省】 
 

(1) 避難指示解除等に伴う学校再開への支援 
東日本大震災・原子力発電所事故から１２年が経過した今も

なお、双葉町の小中学校が、いまだ避難先での学校運営を余儀
なくされており、地元での学校再開に向け、中長期的な支援が
必要である。 

また、開校に至った市町村においても、住民の帰還が十分に
進まない中、教育活動の更なる充実に腐心している。いずれの
市町村でも、児童生徒の安心・安全や、ふるさとに根ざした魅
力ある学校教育は、将来を担う子どもたちはもとより、住民の
帰還促進や、魅力ある地域の創造に不可欠である。 

当県では「福島県学校再開支援チーム」を設置し、きめ細か
な支援を行っているところであるが、国においても避難地域 
１２市町村に対するハード面・ソフト面への力強い支援を、引
き続き行うこと。 
① 子どもたちが通いたい、また、保護者が通わせたいと思え

るような、魅力ある持続可能な学校づくりを実現させるとと
もに、避難地域１２市町村における地域の特色を活かした魅
力的な教育プログラムを開発するための経費について、引き
続き予算を確保すること。 

 
  ② 帰還・再開後の通園・通学のためのスクールバスについて、

市町村の需要に応じて、十分な予算を確保すること。 
 

③ 令和６年度中に双葉地区での学校再開を予定している県
立特別支援学校について、現在、いわき市で教育活動を続け
ているサテライト校への支援を継続するとともに、双葉地区
への帰還のため、原子力発電所事故により新築せざるを得な
い学校整備に当たっては、新校舎への移転に伴う備品の整
備・搬入等や仮設校舎で不要となる備品処分に関する費用を
始め、被災地域の実情に応じて必要な支援を行うこと。 
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(2) ふたば未来学園中学校・高等学校への支援 
当県の教育復興のシンボルである「ふたば未来学園」につい

て、生徒が引き続き安心して学ぶことができるよう、寄宿舎の
運営など、生徒の教育・生活環境整備への支援を継続すること。 

また、生徒たちが高い志や目的意識を持つなど、教育上の成
果もでてきていることから、福島ならではの教育を軌道に乗せ
ることができるよう、外部講師の招聘や連携中学校との交流、
グローバル探究や大学と連携した先進的なカリキュラム開発
など魅力ある教育活動への支援を継続すること。 

 
(3) 継続的な教職員の加配措置 

いまだ多くの児童生徒が県内外で避難生活を送っているこ
とに加え、帰還しての学校再開、不登校児童生徒の増加など、
震災・原子力発電所事故に起因する課題が継続している。 

心のケアや学習指導等のきめ細かな教育支援など、魅力ある
教育環境づくりが必要であるため、教職員の加配を継続するこ
と。 

 
(4) 教育相談体制の充実 

避難生活の長期化等により不登校の児童生徒が増加するな
ど、生徒指導上の問題が多様化・深刻化していることから、「緊
急スクールカウンセラー等活用事業」を継続するとともに、教
員のカウンセリング技能の向上を図る取組や心のサポートに
資する学習支援に対する予算を引き続き確保すること。 

 
(5) 特別な支援が必要な児童生徒への支援の継続 

復興途上の当県では、特に心のケアや学習支援が求められて
いることから、現在、地方財政措置されている特別支援教育支
援員の十分な配置ができるよう、予算の確保・拡充を図ること。 
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11 避難地域等の復興に向けたインフラ整備に対する支援 
【内閣府、復興庁、経済産業省、国土交通省、環境省】 

 
(1) 避難地域等の復興に向けた道路整備のための予算確保 

住民帰還の加速や産業再生を支えるため、「小名浜道路」を
始めとした「ふくしま復興再生道路」等について、避難地域等
の復興はいまだ途上であり、今後も継続して中長期的な対応が
必要となることから、復興事業が完了するまで必要な予算の確
保を行うこと。 

 
(2) 常磐自動車道（仮称）小高スマートＩＣの整備促進 

緊急時における住民・作業員等の避難経路確保、長期間に及
ぶことが想定される福島第一原子力発電所事故の収束及び廃
炉作業の進展、住民帰還に向けたインフラ復旧等の復興事業の
加速化など、原子力災害に起因する諸課題を解決するととも
に、避難地域の復興と帰還に向けた環境の整備を加速させる必
要があることから、南相馬市小高区のスマートＩＣについて早
期整備が図られるよう十分な財源措置を含め、県・市に対し支
援すること。 

 
 (3) 常磐自動車道を始めとする浜通り軸の強化 

東日本大震災からの復興の加速と住民帰還の促進を図ると
ともに、今後の大規模災害等に備えるため、常磐自動車道の「広
野ＩＣ～山元ＩＣ間」のうち、４車線化として事業化された区
間「広野ＩＣ～ならはＳＩＣ間」、「浪江ＩＣ～南相馬ＩＣ間
の一部区間」及び「相馬ＩＣ～新地ＩＣ間」の早期完成や、残
る区間について早期事業化を図ること。 

また、安全で信頼性の高い災害に強い幹線道路ネットワーク
の確保や浜通りの復興支援・地域振興のため、国道６号の交通
量の増加等に対応する４車線化などの機能強化を図るととも
に、国道６号勿来バイパスの早期整備及び常磐バイパスにおけ
る渋滞箇所の解消を図ること。 

 
(4) 第２期復興・創生期間以降のインフラ整備の予算確保 

避難指示解除に伴う帰還や復興まちづくり等に向けて、特定
復興再生拠点区域間等のアクセス強化や生活に必要な道路、人
家等を守るための砂防施設及び治水安全度を向上させ洪水氾
濫を未然に防ぐ河川が不可欠である。 

ついては、避難地域の復興を成し遂げるため、第２期復興・
創生期間以降におけるインフラの整備・修繕に必要な予算を確
保すること。 
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12 県が整備する復興祈念公園への全面的な財政支援 
【復興庁、国土交通省】 

 
東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂を始め、震災の記

憶と教訓を後世へ伝承するとともに、国内外に向けた復興に対
する強い意志を発信するため、国営追悼・祈念施設と一体的に
整備する復興祈念公園について、その機能を最大限に発揮する
ために整備する情報発信設備等も含め、令和７年度の完成に向
けて全面的な財政支援を講じること。 
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Ⅳ 福島イノベーション・コースト構想の推進、新産業の創出 
 
 

13 福島イノベーション・コースト構想の更なる推進 
  【内閣府､復興庁､総務省､文部科学省､厚生労働省､農林水産省､ 

経済産業省､資源エネルギー庁､国土交通省､観光庁､環境省】 
  

福島イノベーション・コースト構想は、失われた浜通り地域
等の産業基盤の再構築を目指すものとして、平成２９年の福島
復興再生特別措置法の改正で国家プロジェクトとして法定化
され、福島復興再生計画にも位置付けられている。 

原子力災害からの福島の復興・再生は、国の社会的責任を踏
まえて進められるべきものであることに鑑み、国と共に策定し
た復興・創生期間後の産業発展のビジョンである「福島イノベ
ーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」を踏
まえて認定された福島復興再生計画に基づく各取組について
中長期的に対応していく必要があることから、構想実現のため
に必要な体制や財源などについて、国が責任を持って十分に確
保しながら、国全体での一層の連携強化の下、県と密接に連携
し、産業集積や人材育成、交流人口拡大などの事業により一層
取り組み、構想の具体化を推進すること。 

   加えて、「福島イノベーション・コースト構想推進分科会（復
興庁、経済産業省、福島県が共同議長）」を開催し、関係自治
体等の意見を踏まえて、本構想の更なる推進を図ること。 

 
(1) 研究開発等の推進・産業集積の促進 

① 廃炉・放射線分野の研究開発等の推進 
    廃炉・放射線分野においては、楢葉遠隔技術開発センター

や廃炉環境国際共同研究センター国際共同研究棟、大熊分
析・研究センターなどを活用し、安全で着実な廃炉の実現に
向けた研究開発や人材育成を推進すること。 

 
② 廃炉関連産業の育成・集積 

本構想の実現に向け、廃炉関連分野における地元企業の更
なる参入を確実に進めるため、国や国の関連団体が主体的に
取組を推進するとともに、公益財団法人福島イノベーショ
ン・コースト構想推進機構、公益社団法人福島相双復興推進
機構及び東京電力の三者からなる福島廃炉関連産業マッチ
ングサポート事務局の運営や、マッチング会・現地見学会の
開催、地元企業の技術力向上、参画意欲を示す企業間の連携
強化及び資格取得への支援等を行うために必要な予算を確
保すること。 
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③ 福島ロボットテストフィールド（ＲＴＦ）の運営等 
  ア ＲＴＦの運営支援 
    ＲＴＦの安定的な運営を図るため、自立経営が可能にな

るまでの当分の間の運営費の支援を行い、世界の最先端の
研究開発、実証の拠点となるよう、運営法人への人的支援
や必要となる高度人材の確保に取り組むこと。 

 イ ＲＴＦの利用促進と産業集積 
   ロボット認証制度及びオペレータ検定制度に必要な試

験方法並びに無人航空機の安全運航管理技術の研究開発、
官公庁や自治体におけるロボットの利用促進を進めると
ともに、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（ＮＥＤＯ）による空飛ぶクルマなどの次世代モビ
リティに関連する研究開発事業の実施にあたり、ＲＴＦを
最大限活用すること。 

また、国内外の民間資金・企業を呼び込むとともに、拠
点の利用が安定的に確保されるよう、産学官関係者の入居
や利用の促進を図ること。特に、令和６年度以降もロボッ
ト関連イベント等をＲＴＦで継続開催するとともに、ｉ-
Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎやロボットを活用したインフ
ラの維持管理を推進するため、国においても、研修会や講
習会等について、ＲＴＦを積極的かつ継続的に利用するこ
と。 

さらに、ＲＴＦを活用した消防・防災訓練の利用を促す
ため、必要な事業を実施できるよう施設の整備や訓練の実
施に係る十分な予算を確保すること。 

加えて、ＲＴＦの防災訓練での利用促進について、当県
では実際に消防機関等の訓練にＲＴＦを利用しており、施
設の利活用の周知に協力するとともに、ＲＴＦを有効活用
し、災害対応におけるドローンその他消防ロボットの活用
の促進に取り組むこと。 
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ウ ＲＴＦを活用した制度整備と社会実装支援 
各種ロボットに関する認証制度等の構築を進めるとと

もに、構築にあたって必要な試験等をＲＴＦで行うこと。 
特に、ＲＴＦは、ドローンのナショナルセンター化を目

指し、技術基準や運用ガイドライン等の作成を進めている
ところであり、これらの検討への参加、業界への活用の働
き掛け、制度への位置付け、必要な機能強化を検討するこ
と。 

また、全国からの利用者の試験環境を向上させるため、
ＲＴＦに試験空域を設定するなどの研究開発者向け制度
整備を行うこと。 

さらに、空飛ぶクルマについて、空の移動革命に向けた
ロードマップに基づきＲＴＦを試験飛行拠点として充実
させるため、関連する試験設備を新たに整備するととも
に、ドローン・ロボット、空飛ぶクルマの研究開発、制度
整備、社会実装のためにＲＴＦの利用を促すこと。 

特に、２０２５年大阪・関西万博において計画されてい
る空飛ぶクルマの飛行は、被災地から生まれる最新技術を
発信する好機であることから、飛行試験等での積極的な活
用を推進すること。 

 
④ エネルギー・環境・リサイクル関連産業の集積 

浜通り地域を中心に、エネルギー・環境・リサイクルを核
とした産業の集積を進め、カーボンニュートラルの実現に向
けた動きを加速し、経済と環境の好循環から東日本大震災の
復興につなげていくため、県内企業によるネットワーク構築
から新規参入、研究開発、事業化及び販路拡大までの一体的
な支援に必要な予算を確保すること。 

 
⑤ 農林水産分野における技術開発の推進と技術の普及・導入

の促進 
   避難地域等の農林水産業の本格的な再開を進めていくた

め、本構想に基づいた技術の開発、実証の継続及び社会実装
のために必要な予算を十分に確保すること。 
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⑥ 医療関連分野の支援 
   浜通り地域等への医療関連産業の集積のため、新規参入の

促進や研究開発支援、事業化支援、販路開拓支援など必要な
事業を実施できる十分な予算を確保すること。 

また、浜通り地域等の企業等が開発・製品化した医療・福
祉機器等の同地域の医療機関や高齢者福祉施設等における
利用を促進し、企業の販路開拓を支援する取組に対し、必要
な支援を行うこと。 

 
⑦ 航空宇宙分野の支援 

浜通り地域等への更なる航空宇宙産業の育成・集積のた
め、航空機の技術革新や社会実装が進む次世代航空モビリテ
ィなど、新たな航空宇宙関連産業の動きに対応しつつ、引き
続き、普及・啓発、認証取得、人材育成、取引拡大、マッチ
ング支援、クラスター体制や新たな企業間連携の構築等、浜
通り地域等に立地する企業の技術力の向上や競争力の強化
に必要な支援を講じること。 

 
⑧ 地域復興実用化開発等促進事業等の拡充 

廃炉やロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイク
ル、農林水産業、医療関連、航空宇宙など本構想の重点分野
において、地元企業等と県内企業等との連携を促進し、新規
案件の発掘を行いながら持続的に新技術の実用化・事業化を
進めるため、地域復興実用化開発等促進事業や重点分野等事
業化促進事業について、令和６年度の新規募集分を含め、十
分な予算を確保すること。 

 
(2) 企業誘致等を通じた産業集積の加速化 

      東日本大震災及び原子力災害により甚大な被害を受けた浜
通り地域等の復興・再生を実現するためには、企業誘致を通じ
た産業集積を加速化し、自立的・持続的な産業発展につなげて
いく必要がある。 

   このため、企業立地補助金の継続を始め、実用化開発や企業
誘致を大胆に加速するための支援や、地元企業等と地域外企業
とのマッチングの促進、実用化開発プロジェクト等の事業化促
進、中小企業者への知的財産の活用に関する支援など、必要な
予算を十分に確保すること。 
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 (3) イノベーション創出促進のための環境整備 
   「起業・創業」する企業・個人等を強力に呼び込み、浜通り

地域等をあらゆるチャレンジが可能な地域とするため、試作品
開発や市場調査等を行うための助成金を始め、専門家によるビ
ジネスプラン策定や経営アドバイス等の支援、産学官金等の関
係者からなる連携体制の構築と事業化への支援など、プロジェ
クトの掘り起こしから事業化に至るまでの総合的な支援をす
るための十分な予算を確保すること。 

 
(4) スタートアップの創出 

福島県浜通り地域等をスタートアップ創出の先進地とする
ため、革新的な技術で地域課題の解決と地域経済を牽引するス
タートアップの社会実装に至るまでの成長フェーズに応じた
施策を推進するとともに、実証フィールドの整備、「スタート
アップ育成５か年計画」による取組の具現化など、同地域にス
タートアップや支援者等を呼び込む施策の充実を図ること。 

 
  (5) 構想を支える教育・人材育成 
      本構想を牽引するトップリーダーや、農林水産業、工業、商

業の各専門人材を育成する、より効果的な教育プログラムの開
発を推進するため、学校が企業、研究機関・地域と連携を図る
ためのコーディネートや各校のプログラムの進捗支援のほか、
学校間連携及び成果発表の場などを設定する予算や浜通りの
みならず県内一円での構想の担い手となる人材の育成に向け
た予算を引き続き確保すること。 

また、構想を支える人材育成には、義務教育段階からの取組
も重要であることから、理数教育、放射線教育、プログラミン
グ教育及びふるさとへの理解を深める教育等を推進するため
の予算を確保すること。 

さらに、福島国際研究教育機構が地域に定着し長期的に発展
するためには、地域人材の育成を推進する必要がある。地元の
小中学校・高校等を始めとする教育機関と連携して連続的な人
材育成に取り組むとともに、中期計画に基づく地域との対話に
よる人材育成ニーズの把握等を通じて、地域における外国語教
育や探求的な学びの充実など、研究開発のみにとどまらない地
域の人材育成の推進に取り組むよう支援すること。 

加えて、全国の大学等の復興知を活用した浜通り地域等にお
ける教育研究活動について、引き続き、各大学等の活動を支援
するとともに、地元の市町村や企業等との連携、ワークショッ
プの開催等に必要となる予算を十分に確保すること。 
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  (6) 浜通り地域等への交流人口・消費の拡大及び生活環境の整備
促進 

      本構想に掲げる各拠点の活用や産業集積が一層進められて
いくためには、交流人口拡大や移住・定住促進の取組はもちろ
んのこと、拠点従事者や国内外からの来訪者等に対する生活環
境の整備や地域公共交通の確保が必要である。 

そのため、デジタル技術の活用も視野に入れた地域が連携し
たプロモーションや来訪者向けの電子決済ポイント還元事業
の展開、誘客コンテンツ開発・広域マーケティング支援、福島
空港等を活用した国内外からの人の呼び込み、当県復興のシン
ボルであるＪヴィレッジの利活用など、浜通り地域等への交流
人口の流れを促進させ、消費拡大につなげるための取組、本構
想に掲げる拠点施設へのアクセス道路等の必要なインフラ整
備、拠点間を結ぶ公共交通の確保に向けた取組等に対する継続
的な支援を行うとともに、自治体等の意見を踏まえながら、当
県及び経済産業省でとりまとめた交流人口拡大に向けた取組
を推進するアクションプランの着実な実行に向け、広域連携に
よる取組の推進やデジタルプロモーションによる一元的な情
報発信、データ活用基盤の構築など、各アクションに必要な予
算の確保に取り組むこと。 

また、新たな技術やビジネス創出に向けたチャレンジを行う
企業・研究機関等を積極的に呼び込むため、研究者を始めとす
る従業員の移住・定住促進に係る予算を確保すること。 

あわせて、交流・関係人口拡大のため、イノベ地域へ来訪者
を呼び込む取組や国内外への情報発信の強化、情報発信拠点
（東日本大震災・原子力災害伝承館）を核とした交流人口拡大
推進等の取組に対し、引き続き必要な予算を確保するなど支援
すること。 
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  (7) 東日本大震災・原子力災害伝承館への継続的な支援 
東日本大震災・原子力災害伝承館は、福島県が経験した原子

力災害に関する記録と教訓を、国や世代を超えて継承・共有し
ていく唯一無二の施設であるとともに、県内各地の伝承施設や
現在整備が進められている復興祈念公園等とも連携しながら、
避難地域等における交流や情報発信拠点としての役割を担う
施設でもあることから、その役割を永続的に担えるよう、資料
収集・保存、調査・研究、展示・プレゼンテーション、研修の
各事業や伝承館を核とした交流促進の取組等に対して必要な
予算を継続的に確保すること。 

また、必要な資料の収集について、省庁を挙げて協力すると
ともに、研究及び研修が充実するよう、予算面はもとより、コ
ンテンツの提供や人材の提供・紹介などについて、関係省庁が
継続的に支援すること。 

さらに、官公庁や自治体、関係機関への働き掛けや視察・研
修など伝承館の利用促進について、省庁を挙げた取組を継続し
て講じること。 

 
  (8) 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構へ

の支援  
福島イノベーション・コースト構想推進機構は、プロジェク

トの創出促進や産業集積、人材育成、交流人口拡大に資する取
組に加えて、拠点施設の管理・運営など、本構想に関連する取
組を一貫して推進する大きな役割・機能を担っている。 

東日本大震災及び原子力災害により産業基盤が失われた浜
通り地域等の復興及び再生を着実に進めていくため、本機構へ
の国職員の派遣による体制強化や構想の推進に必要な予算の
確保を始め、十分な支援を行うこと。 
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福島イノベーション・コースト構想 

 



 - 27 - 

14 福島国際研究教育機構の取組の総合的な推進 
【内閣官房､内閣府､復興庁､総務省､文部科学省､厚生労働省、

農林水産省､経済産業省､資源エネルギー庁、 
国土交通省､環境省】 

 
福島国際研究教育機構（Ｆ－ＲＥＩ）は、世界に冠たる「創

造的復興の中核拠点」として、福島イノベーション・コースト
構想を更に発展させる役割を果たし、浜通り地域等をはじめ県
全体の一体的、総合的な復興に資する拠点としての機能の発揮
にとどまらず、イノベーションの力により日本の産業競争力を
強化する世界に誇る研究成果を福島の地から生み出し、その成
果の還元等を通じて、産業集積・人材育成を図りながら、地元
に定着し、親しまれる存在となることが重要である。 

具体的には、Ｆ－ＲＥＩにおいて、福島の優位性を発揮でき
る５分野における研究開発の推進や国内外の優れた研究者等
の集積につながる魅力的な研究開発環境の整備、県内外の企業
が積極的かつ柔軟に参画できる産学連携体制の構築、研究開発
成果の活用促進など、世界に誇る最先端の研究開発等の推進を
早急に進める必要がある。あわせて、地域の声を踏まえた原子
力発電所事故後の福島が抱える中長期的な課題の解決に向け
た取組、本施設稼働前からの県内での活動や県内の実証フィー
ルド、施設、設備等の最大限の活用、福島イノベーション・コ
ースト構想の先行的取組との緊密な連携、地元大学や高専を始
め県内外の教育機関等との連携、地域との対話を通じた人材育
成ニーズの把握、地域の人材育成の推進、県内の様々な主体と
のパートナーシップの構築、Ｆ－ＲＥＩの設置効果の広域的な
波及、地域の復興・再生に裨益する取組など、地域に根差した
取組についても、しっかりと進めていく必要がある。 

Ｆ－ＲＥＩが地域と共に世界に誇る研究開発成果を実現し、
福島の復興・再生に資するため、特に以下のことについて取り
組むこと。 
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(1) 省庁の縦割りを排した総合的かつ安定的な支援等 
Ｆ－ＲＥＩがその機能を最大限に発揮できるよう、政府を挙

げて中長期的な枠組みで必要な予算を、既存の復興事業に支障
のないよう別枠で確保するとともに、毎事業年度終了後、適切
にＦ－ＲＥＩの取組の評価を行うなど、復興庁の総合調整機能
の下、省庁の縦割りを排し、関係省庁が連携して、Ｆ－ＲＥＩ
が長期・安定的に運営できるよう、総合的かつ安定的な支援を
行うこと。 

また、県、市町村等がＦ－ＲＥＩと連携し、その設置効果を
広域的に波及させるために行う取組に対し、必要な財政上の措
置を講じること。 

 
(2) Ｆ－ＲＥＩの施設の円滑かつ確実な整備等 

Ｆ－ＲＥＩの施設については、地元と連携した円滑かつ確実
な整備を行い、可能な限りの前倒しに努めること。 

また、実証・実装フィールドの整備に取り組むとともに、そ
の際には最先端技術の活用や規制緩和等を進めること。 

さらに、国際研究産業都市の形成に向け、Ｆ－ＲＥＩの研究
者等が安心して生活できる生活環境等の充実に国が前面に立
ち責任を持って取り組むとともに、Ｆ－ＲＥＩや県、市町村、
その他事業者がそれぞれ行う生活環境等の充実に必要な予算
を十分に確保し、その取組を全面的に支援すること。 
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15 再生可能エネルギー先駆けの地及び福島新エネ社会構想の
実現に向けた支援 

【復興庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、 
資源エネルギー庁、国土交通省、環境省】 

 
当県が目指す「再生可能エネルギー先駆けの地」及び国・県・

関係企業等が連携して策定された「福島新エネ社会構想」を実
現するため、県内全域における再生可能エネルギーの更なる導
入拡大等に向けて、関係省庁が継続的に支援策を講じるととも
に、特に以下について強力に支援すること。 

 
(1) 再生可能エネルギーの導入拡大に係る支援 

 再生可能エネルギー主力電源化に向けては系統接続の制約
が喫緊の課題であり、再エネ事業者による採算性の検討が困難
となっていることから、系統混雑時に活用できる大容量の蓄電
池の整備や、長期未稼働案件を国の固定価格買取制度の認定失
効の制度運用と連動させ、一般送配電事業者に系統接続枠を解
放させる仕組みの構築など、既存系統の最大限活用に向けた取
組を強化すること。 

また、阿武隈地域等における風力発電等の最大導入のための
必要な予算を継続的に確保すること。 
さらに、当県のカーボンニュートラルの実現に向け、系統負

荷が少ない地産地消型エネルギーシステムの構築等に向けた
予算を継続的に確保すること。 

 
(2) 再生可能エネルギー関連産業の育成・集積に係る支援及び産

総研福島再生可能エネルギー研究所との連携 
再生可能エネルギー関連産業の育成・集積に向けた県内企業

のネットワーク構築から、新規参入、人材育成・研究開発、事
業化、販路拡大、海外展開を含む一体的・総合的な支援や、産
総研福島再生可能エネルギー研究所が県内企業の技術高度化
を進めるために行う被災地企業や被災地企業を核としたコン
ソーシアム等に対する技術開発支援、事業化に向けたプロジェ
クト支援、さらに同研究所の研究開発機能強化などに対して、
引き続き必要な予算を確保すること。 
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16 水素先進県の実現に向けた支援 
【復興庁、文部科学省、経済産業省、資源エネルギー庁、 

国土交通省、環境省】 
 

国においては、今年４月に「水素基本戦略」の改定方針を示
し、２０４０年における水素等の導入量目標を１，２００万ト
ン程度と設定するなど、水素社会の実現を加速化させることと
している。 

当県においては、東日本大震災及び原発事故後、「福島県再
生可能エネルギー推進ビジョン２０２１」において、２０４０
年頃を目途に県内エネルギー需要の１００％以上に相当する
エネルギーを再生可能エネルギーから生み出すことを目指し、
福島新エネ社会構想等においても水素の実証や導入等を推進
することを明確に位置付けている。 

燃料電池自動車及び水素ステーションの導入の促進、水素利
活用に関する実証の推進、カーボンニュートラルポートの実
現、事業者における火力発電所の脱炭素化検討の支援、国立研
究開発法人産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究
所（ＦＲＥＡ）や福島水素エネルギー研究フィールド（ＦＨ２
Ｒ）における水素関連の研究開発、関連産業の育成・集積、海
外との各種連携等を通じて、当県が水素先進県となることを実
現するため、以下の取組を支援すること。 

 
(1) 水素の製造量拡大に向けた支援（水素を「つくる」） 

① 県内全域における集中型・分散型の水素製造装置の導入推 
 進 

当県は、再エネ由来水素を中心に今後水素需要の飛躍的な
増加が見込まれることから、県内全域において十分な水素供
給量を確保していくため、需要や地域特性に応じた集中型・
分散型の水素製造装置を導入する取組に必要な予算を確保
するとともに、メンテナンス費用等の削減により更に導入を
推進するため、運営費に対する支援を行うこと。 
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② ＦＨ２Ｒの持続可能な運営 
世界有数の水素製造能力を有するＦＨ２Ｒにおいては、Ｐ

２Ｇシステムの開発やＦＨ２Ｒを核とした様々な水素実証、
モビリティ導入等の水素社会実現に向けた取組が進んでい
るが、ＦＨ２Ｒの実証後の在り方については、経済性や効率
性等の観点から課題も多い。 

このため、ＦＨ２Ｒを活用した世界最大の水素イノベーシ
ョン拠点の創出のため、国立研究開発法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が開発を進めている高効率
で低コスト、かつ再エネを最大限活用する水素製造システム
に必要な予算を確保するとともに、ＮＥＤＯでの実証終了後
も、ＦＨ２Ｒが浪江町のまちづくり等におけるエネルギー供
給の中核的な役割を担えるよう支援を行うこと。 

 
(2) 効率的・安定的な水素供給・貯蔵に向けた支援 

（水素を「はこぶ」「ためる」） 
ＲＥ１００産業団地やカーボンニュートラルポート等にお

いて検討されている水素パイプラインの導入に向けた取組に
必要な支援を行うこと。 

 
(3) 水素利活用の飛躍的な拡大に向けた支援（水素を「つかう」） 
 ① 水素ボイラー等の導入促進 

カーボンニュートラル達成に向けては企業・工場等におけ
る熱利用工程の脱炭素化が非常に重要であることから、水素
ボイラーの導入等に向けた取組に必要な予算を確保するこ
と。 

 
  ② 水素ステーションやＦＣモビリティの拡大 
    当県が２０３０年までに目指す県内での水素ステーショ

ンの２０基整備や、ＦＣモビリティ導入をより一層加速させ
るため、水素ステーションの運営費を支援の対象とするな
ど、補助制度を拡充するとともに、必要な予算を確保するこ
と。 

 
③ 水素を燃料とする列車の導入 

県内の非電化路線について、鉄道事業者の意向等を踏ま
え、燃料電池により走行する列車の導入等に必要な予算を確
保すること。 
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  ④ 燃料電池ドローンの研究・開発の促進 
福島新エネ社会構想に基づき、福島ロボットテストフィー

ルドにおける燃料電池ドローンの開発・実証環境の強化に必
要な支援を行うこと。 

 
(4) 県内大学等と連携した水素関連人材の育成・研究活動に向け

た支援  
地域が持続可能な形で水素社会実現に向けた取組を進めて

いくに当たっては、水素関連の研究や人材育成が継続して行わ
れていく必要があることから、ＦＲＥＡや福島国際研究教育機
構等の研究機関や県外大学との連携を通じた、県内大学等にお
ける高度な研究活動や人材育成に必要な支援を行うこと。 

 
(5) 水素関連産業の育成及び集積 

① 水素関連産業の誘致 
避難地域１２市町村等において、東日本大震災及び原発事

故により失われた産業・雇用を創出するため、当県と連携し
水素関連産業の誘致に取り組むとともに、支援制度を拡充す
ること。 

 
② 水素関連機器の研修体制の整備 

水素社会実現に向けては、県内企業が水素関連産業に参入
していくことが非常に重要であることから、水素関連機器の
設計、施工、メンテナンス等に関する研修体制を県内に整備
するなど、新規参入の促進のために必要な支援を行うこと。 

 
 (6) 福島発の取組、技術、モデルの国内外への発信 

当県における水素社会実現に向けた取組について、引き続き
情報発信するとともに、当県の水素技術等を関係者と連携し国
内外へ発信するため、水素に関する国際会議等を定期的に県内
において開催すること。 
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 17 医療関連産業の集積・振興の支援 
【復興庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省】 

 
当県は、医療関連産業の育成・集積を進め、産業の再生と雇

用の確保に取り組んでおり、今後は、福島イノベーション・コ
ースト構想の重点分野として支援拠点を活用した産業復興も
強力に進める必要があることから、その動きを加速させるため
以下の支援を行うこと。 

 
(1) ふくしま医療機器開発支援センターに対する支援 

ふくしま医療機器開発支援センターは、当県企業の医療関連
産業集積の拠点であるとともに、電気・物性等安全性試験と生
物学的試験がワンストップで実施できる国内唯一の施設であ
り、国が推し進める医療関連産業の振興に資するものであるこ
とから、センターの安定的な運営のため、令和６年度以降の必
要な予算を確保し、継続的に支援すること。 

また、国立研究開発法人日本医療研究開発機構が策定する各
種プロジェクトにおいて、国が進める高度で先進的な医療技
術・医療機器の研究・開発における安全性評価試験やコンサル
ティングにふくしま医療機器開発支援センターを活用するこ
と。 

 
(2) 医療-産業トランスレーショナルリサーチセンターに対する

支援 
福島県立医科大学内に整備した医療-産業トランスレーショ

ナルリサーチセンターは、経済産業省バイオ関連国家プロジェ
クトの集大成と位置付けられており、センターの事業成果等を
発展的に活用していくことにより、感染症やアレルギー等に対
する抗体医薬品・診断薬の研究開発に貢献するとともに、ベン
チャー企業等の設立が促進されるなど、浜通り地域を始めとす
る当県の関連産業の集積と雇用創出が図られることから、セン
ターが先進的な事業を展開できるための令和６年度以降の必
要な予算を確保し、継続的に支援すること。 
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 18 航空宇宙関連産業育成・集積に向けた取組への支援 
【経済産業省、国土交通省】 

 
当県では、航空機用エンジンを製造する中核企業や航空宇宙

産業の国際認証規格の取得企業が多く立地するなど関連企業
の集積が進んでおり、次世代を担う産業として航空宇宙産業を
新たな柱に位置付けている。 

これまで、関連産業への参入に向けて、普及啓発や認証取得
支援、公設試験研究施設（県ハイテクプラザ）の機能強化等を
行ってきたところであるが、新型コロナウイルス感染症により
影響を受けた航空機産業は回復の途上にあることから、当県産
業の復興・再生が遅滞しないよう、取組の継続・更なる深化の
ために必要な支援を行うこと。 

また、航空機の技術革新や社会実装が進む次世代航空モビリ
ティ、産業の拡大が本格化している宇宙分野など、航空宇宙関
連産業を取り巻く環境は大きな変化の時を迎えており、こうし
た動きを的確に把握し、将来を見据えた新たな取組を行うこと
が重要である。 

ついては、新たな航空宇宙関連産業の動きに対応し、県内関
連企業の競争力強化を図るため、技術力向上、サプライチェー
ン及び販路の拡大や高度人材・中核企業の育成等に加え、「空
の移動革命に向けたロードマップ」に試験飛行の拠点として位
置付けられたＲＴＦを活用し、空飛ぶクルマなどの実証や関連
企業の誘致、県内企業とのマッチング支援、新たな企業間連携
の構築を進めるなど、将来に向けた航空宇宙関連産業の育成・
集積への取組に対して、引き続き必要な支援を行うこと。 
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Ⅴ 原子力発電所事故への対応 
 
 
 19 原子力発電所の安全確保等 

【内閣府、経済産業省、資源エネルギー庁、環境省、 
原子力規制委員会、原子力規制庁】 

 
東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組が、県民

や国民の理解の下、中長期ロードマップ等に基づき、安全かつ
着実に進められることは当県復興の大前提である。 

１号機におけるペデスタルの耐震性・健全性の評価や必要な
対策の検討、今年度計画されている２号機における燃料デブリ
の試験的取り出しを始め、前例のない困難な取組を事業者だけ
では成し遂げることはできないことから、安全かつ着実な廃炉
の実現に向けて、世界の英知を結集し、国が前面に立ち、総力
を挙げて以下の措置を講じること。 

また、原子力政策については、二度と本県のように過酷な事
故を起こしてはならないということを原点として、東京電力福
島第一原子力発電所事故の現状と教訓を踏まえるとともに、住
民の安全・安心を最優先とし、国の責任において検討すること。 

 
(1) 廃炉に向けた取組 

① 今後、使用済燃料や燃料デブリの取り出しなどリスクの高
い作業が行われることから、現場におけるリスク管理を徹底
し、周辺環境に影響を与えることのないよう東京電力を指
導・監督すること。 

特に、１号機におけるペデスタルの損傷については、可能
な限り速やかにペデスタルの耐震性・健全性の評価を行うと
ともに、様々なリスクを想定し、周辺環境に影響を及ぼすこ
とのないよう必要な対策を講じることに加え、県民目線に立
った分かりやすい情報発信を行い、県民の不安解消に努める
よう、東京電力を指導・監督すること。 
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② 頻発する自然災害に備えるため、地震・津波対策等の設備
の信頼性向上に取り組むとともに、経年劣化や外的要因によ
る設備の損傷状態を適切に評価し必要な対策を講じるよう、
東京電力を指導・監督すること。 

    また、現在保管されている廃棄物について、放射性物質が
飛散・流出することのないよう、管理の徹底や屋外一時保管
の解消に向けた取組を計画的に進めるよう東京電力を指導・
監督すること。 

    あわせて、これまでも設備の老朽化や管理に伴うトラブル
が相次いで発生していることから、未然防止の観点の下、主
要設備を含む発電所全体が適切に保守管理されるよう、東京
電力を指導・監督すること。 

 
③ 今後は使用済燃料や燃料デブリの取り出しなどが行われ

ることから、更なる被ばく対策を講じる必要があるため、廃
炉作業を担う作業員の被ばくについて、一層の管理や低減対
策を徹底するよう、東京電力を指導・監督するとともに、国
も一体となって取り組むこと。 

    また、作業員が安定・安心して働くことができるよう、作
業員や現場を管理する人材の計画的な育成・確保、雇用の適
正化、作業環境の改善、労働災害の防止対策等、労働環境の
整備全般について東京電力に求めるとともに、国も一体とな
って取り組むこと。 

    さらに、廃炉に向けて、燃料デブリの取り出しや管理など
高度な技術が必要となることから、能力・資質に富む技術者
の計画的な育成・確保に取り組むこと。 

 
④ 廃炉と汚染水・処理水対策は、長期にわたる取組が必要で

あり、県民や国民の理解が極めて重要であるが、東京電力に
よる相次ぐ不祥事やトラブルに対して、多くの県民等が不安
を感じていることから、県民目線に立った取組や管理が徹底
されるよう、東京電力を強く指導・監督すること。 

 
⑤ 中長期ロードマップに処理・処分方法が明記されていない

使用済燃料や燃料デブリを含む放射性廃棄物について、原子
力政策を推進してきた国の責任において処分方法の具体的
な議論を進め、県外において適切に処分すること。 
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⑥ 情報公開の徹底や迅速な通報・連絡はもとより、廃炉に向
けた取組の進捗状況や今後の取組、自然災害や重大トラブル
が発生した場合の対応等について、県民目線に立った正確で
分かりやすい情報を発信し、県民の不安解消や国内外におけ
る風評払拭に努めるよう、東京電力を指導・監督するととも
に、国自らも取り組むこと。  

 
⑦ 福島第二原子力発電所について、原子力政策を推進してき

た国の責任において、安全かつ着実に廃炉作業が進められる
よう、東京電力を指導・監督するとともに、使用済燃料の処
分方法の具体的な議論を進め、県外において適切に処分する
こと。 

また、廃止措置中に県が監視業務を行うために必要な予算
を十分に確保すること。 

 
(2) 原子力防災体制の強化 

前例のない廃炉作業が完了するまでの間、住民の安全を最優
先に捉え、国が積極的に関与し、原子力防災体制の強化対策を
支援すること。 

特に、新たな原子力災害時の広域避難が円滑に行われるよ
う、国がバス・福祉車両、運転手等の避難手段の確保、燃料及
び食料等物資調達、さらには避難退域時検査に必要な支援をす
るほか、広域避難に対する全面的な支援体制を構築し、県域を
越えた広域避難においては、国主導の下、関係機関と調整を行
うこと。 

 
(3) 環境放射線モニタリングの充実 

廃炉に向けた作業が行われている中、県民生活の安全・安心
のために、モニタリングの継続は必要不可欠である。 

また、避難指示が解除され、住民の帰還が進みつつあるが、
放射線への不安解消のため、国において以下の措置を講じるこ
と。 
 
① 県及び１２市町村では、原子力被災者環境放射線モニタリ

ング対策関連交付金を活用し、総合モニタリング計画による
モニタリングを含めた、県民のニーズに応じたきめ細かな測
定と公表により、県民生活の安心の確保につなげている現状
を踏まえ、廃炉作業が完了するまでの間は当該事業が継続で
きるよう、必要な予算を確保すること。 
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② 国は、県内全域でのモニタリングを継続するとともに、避
難指示区域及び避難解除区域におけるモニタリングは、帰還
困難区域も含め、市町村や住民の意向を踏まえて、充実させ
ること。 

 
③ リアルタイム線量測定システムの今後の運用については、

引き続き、市町村や住民の意向を十分に踏まえ、理解を得な
がら丁寧に進めること。 

 
④ 県では放射線監視等交付金を活用して、原子力発電所周辺

における放射性物質の影響を監視し、県民の安全・安心を確
保している現状を踏まえ、廃炉作業が完了するまでの間、十
分な監視体制を維持できるよう、必要な予算を確保するこ
と。 

 
⑤ ＡＬＰＳ処理水の処分に伴う環境モニタリングに当たっ

ては、海域への影響に対する関心が高まっていることから、
第三者機関による比較測定や地元関係者の立ち会いなどを
通じて、信頼性、客観性、透明性が確保された体制により確
実に実施するとともに、モニタリング結果については、人や
環境への影響について科学的な評価を加え、国内外へ分かり
やすく発信すること。 

また、県が独自に実施するモニタリングに対して必要な予
算を確保すること。 
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 20 除染等の推進 
【内閣府、復興庁、農林水産省、環境省】 

 
帰還困難区域を除き除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入が

概ね完了し、特定復興再生拠点区域の大部分において避難指示
が解除されるなど、環境回復の取組が進捗してきた中で、除染
等に関する以下の課題について、国として責任を持って確実に
取り組むこと。 

 
(1) 仮置場の原状回復等の確実な実施 

放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、除去土壌等の搬出
完了後の仮置場における農地の地力回復等も含めた原状回復、
森林の放射線量低減のための取組等について、安全かつ確実に
実施するよう、必要な措置を講じること。 

 
(2) 搬出できない現場保管除去土壌等への対応 

埋設場所の上に設置した工作物等が支障となり、搬出できな
い現場保管除去土壌等について、現場の状況に応じて、搬出・
輸送及び原状回復等の方法を柔軟に検討するなど、搬出を促進
させるよう対応すること。 

 
(3) 帰還困難区域の除染等 

特定帰還居住区域において、安心して生活できるよう、面的
に十分な除染を行うとともに、帰還意向のない住民の土地や家
屋等の扱いについても、市町村等の意向を十分に汲み取り、速
やかに方針を示すこと。 

また、避難指示が解除された区域においても、線量が局所的
に高い箇所については、きめ細かくフォローアップ除染を実施
すること。  

さらに、インフラ整備に伴い発生する高線量の土壌等につい
て、復興の妨げになることのないよう、国が主体的に責任を持
って、事業実施前に除染を行うなど、必要な措置を講じること。 
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 21 中間貯蔵施設事業の推進 
【復興庁、環境省】 

 
除去土壌等の県外最終処分は、中間貯蔵施設受入という苦渋

の決断に際し、その前提として国が約束し、法律に定められた
国の責務である。 

原子力発電所事故以降の長期に及ぶ避難指示、環境回復を始
めとする復興への様々な取組等、これまで当県が歩んできた困
難な道のりを十分に踏まえ、中間貯蔵施設事業について、以下
の措置を講じること。 

 
(1) 国民の理解醸成 

国の責務である除去土壌等の県外最終処分に向けて、国民の
理解を深める取組を更に推進すること。 

また、国民の認知度は向上していないことから、理解を深め
るに当たっては、県外最終処分のイメージなど、分かりやすい
情報を提供するとともに、達成度を測り、効果を検証しながら
改善を重ね、その取組を充実させること。 

 
(2) 県外最終処分に向けた取組の加速化 

２０４５年までの県外最終処分に向けて、最終処分地の選定
等の具体的な方針・工程を速やかに明示し、県民及び国民の目
に見える形で取組を進めること。 

 
(3) 除去土壌等の輸送及び中間貯蔵施設運営の安全・確実な実施 

今後発生する特定帰還居住区域のものを含め、全ての除去土
壌等の搬入が完了するまで、安全・確実かつ円滑な輸送の実施
に万全を期すこと。 

また、中間貯蔵施設の現場管理を徹底し、施設の運営を安全・
確実に行うとともに、用地取得に当たっては、引き続き、地権
者に寄り添った丁寧な対応を行うこと。 
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 22 放射性物質に汚染された廃棄物の処理 
【内閣府、復興庁、環境省】 

 
(1) 特定廃棄物の埋立処分の円滑な実施 

特定廃棄物埋立処分施設については、今年１１月までの埋立
完了に向けて、引き続き、安全・確実な搬入・埋立を行うこと。 

また、今月から埋立が開始されたクリーンセンターふたばに
ついても、安全・確実な搬入・埋立を行うこと。 

さらに、埋立処分事業の円滑な実施には、地元の理解が何よ
り重要であることから、事業計画や運用状況を分かりやすく伝
えるなど、引き続き、国が責任を持って、丁寧に対応すること。 

 
(2) 特定廃棄物の処理 

特定帰還居住区域において避難指示解除に向け除染と一体
的に行われる家屋解体やインフラ整備等に伴い発生する特定
廃棄物や、特定廃棄物埋立処分施設の埋立期間終了以降に県内
で新たに確認される指定廃棄物が想定されることから、処分が
滞り環境回復の支障となることのないよう、これらの特定廃棄
物に係る処理方針を速やかに決定すること。 
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 23 原子力損害賠償の確実な実施 
【復興庁、文部科学省、経済産業省、資源エネルギー庁】 

 
(1) 中間指針第五次追補決定を踏まえた適切な対応 

中間指針第五次追補決定を踏まえ、東京電力が公表した追加
賠償基準に基づく賠償請求手続について、混乱を生じさせるこ
となく円滑に対応するよう、東京電力を指導すること。 

また、中間指針は賠償範囲の最小限の基準であることを深く
認識させ、指針で示されなかった項目や地域についても、相当
因果関係がある損害と認められるものは、全て賠償の対象とな
るよう指導すること。 

さらに、原子力損害賠償紛争審査会においては、当県の現状
をしっかりと把握した上で、引き続き、適時適切な中間指針の
見直しを行うこと。 

 
(2) ＡＬＰＳ処理水の処分に係る風評対策 

ＡＬＰＳ処理水の処分について万全な対策を講じてもなお、
被害が発生した場合の賠償については、関係団体等の意見を丁
寧に伺いながら、風評被害の推認方法や賠償額の算定方法など
の具体化に取り組むよう東京電力を指導するとともに、国が最
後まで責任を持って対応すること。 

 
(3) 営業損害や風評被害の賠償の的確な実施 

営業損害や風評被害の賠償について､被害者からの相談や請
求に丁寧に対応するなど､事業者の立場に立った取組を徹底
し､事業の再建につながる賠償を的確に行わせること｡ 

また、一括賠償後の取扱いについては、地域の状況や事業の
特殊性、個別具体的な事情をしっかりと把握した上で、被害者
の立場に立った賠償を行わせること。 

 
(4) 地方公共団体に係る賠償 

地方公共団体が原子力発電所事故に起因して負担した費用
等について、迅速かつ確実に賠償を行わせること。 

また、財物に関する損害におけるインフラ資産等の取扱いを
含め、個別具体的な事情による損害についても、県や市町村等
の状況を十分に踏まえ、柔軟に対応させること。 
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(5) 消滅時効への対応 
東京電力に対し、未請求者の掘り起こしや周知活動を徹底さ

せることはもとより、将来にわたり消滅時効を援用せず、損害
がある限り最後まで賠償を行うよう指導するとともに、被害者
が請求の機会を失うことのないよう原子力損害賠償紛争解決
センターによる和解仲介手続等の一層の周知など必要な対応
を行うこと。 

 
(6) 住民帰還に向けた支援策の実施 

住宅確保や就労、事業再開等の支援､教育や医療､福祉サービ
ス等の充実など､被害者に寄り添ったきめ細かな生活再建策､
住民帰還に向けた支援策を確実に実施すること｡ 
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Ⅵ 風評払拭・風化防止対策の強化 
 
 

24 風評払拭・風化防止対策の強化 
【内閣官房、内閣府、消費者庁、復興庁、総務省、外務省、  

財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、観光庁、環境省】 

 
(1) 風評払拭・風化防止に必要な財源の確保 

当県の原子力災害からの復興を確実に成し遂げる前提とな
る風評払拭及び風化防止対策については、これまで継続的に粘
り強い努力を積み重ねてきた結果、当県に良いイメージを持っ
ている人の割合は震災前の水準まで回復したものの、根強い風
評や本県に対する誤解は残っており、引き続き長期にわたる取
組が不可欠であることから、県全域を対象として、国はもとよ
り、県、市町村及び各種団体等の継続的な取組に対し必要な財
源を十分に確保すること。 

とりわけ、農林水産物を始めとした県産品の流通促進と販路
回復・定番化、国内外からの観光誘客の促進、ホープツーリズ
ムの定着、教育旅行の回復等に向けた継続的な取組が重要であ
ることを踏まえ、十分な財源の確保を継続すること。 

また、ＡＬＰＳ処理水の処分については、福島県だけではな
く、日本全体の問題であるとの認識の下、国においては、購買
意欲や訪問意欲の減退、農林漁業者における生産意欲や観光事
業者の事業意欲の減退等により、回復傾向にあった農林水産物
の価格の下落や担い手の減少を生じさせないための取組、教育
旅行を始めとした観光誘客等に影響を与えないための取組な
ど、万全の対策を行うための必要な財源を確保すること。 

さらに、当県に対する関心が低下する風化の傾向が年々進ん
でおり、社会情勢の影響によって加速する懸念があることか
ら、更なる国内外への正確な情報発信の取組について、必要な
財源を確保すること。 

なお、当県は食の安全性・信頼性の確保に向け、農業生産工
程管理を行うＧＡＰ認証取得や、ＨＡＣＣＰと放射性物質管理
の情報発信を組み合わせた「ふくしまＨＡＣＣＰ」の導入促進
など、生産から製造・加工、消費に至る各段階での取組を推進
していることから、国においても生産者、食品製造・加工業者
及び流通業者、消費者等の理解促進に取り組むなど、県の取組
を積極的に支援すること。 
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(2) 国を挙げた風評払拭・風化防止対策の更なる推進 
国の「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」や「Ａ

ＬＰＳ処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた
行動計画」に関連して、当県が「福島県風評・風化対策強化戦
略」に基づき取り組む、県外に対して当県の地域の魅力を継続
的に発信する各種施策等や、地域が主体となって情報発信する
取組等について、必要な財源を十分に確保すること。 

また、継続的に実施している放射線リスクコミュニケーショ
ンの更なる推進を図るとともに、ＡＬＰＳ処理水の取扱いにつ
いては、漁業者を始めとする関係者や市町村、県内外のあらゆ
る声をしっかりと受け止め、正確な理解を促す安全・安心のた
めのリスクコミュニケーションを強力に推進すること。 

さらに、国及び関係機関等の広報媒体を始め、国主催の各種
会議や２０２５年大阪・関西万博など、あらゆる機会を最大限
に活用し、国内外に正確な情報を分かりやすく繰り返し発信す
ること。 

加えて、福島復興再生特別措置法に基づき、当県産農林水産
物等の輸入規制の撤廃等に向けた諸外国への働き掛け等、必要
な措置を講じるとともに、外国人観光客の誘致等を更に強化す
ること。 
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 25 農林水産物の安全確保と風評対策、産地競争力の強化 
【内閣府、復興庁、外務省、農林水産省、経済産業省】 

 
(1) 農林水産物の安全確保と風評対策、産地競争力の強化のため

の財源確保 
根強く残る風評を払拭するため、第２期復興・創生期間以降

も引き続き放射性物質検査及び生産から流通・消費に至る総合
的な対策を継続することはもとより、福島県産農産物等流通実
態調査（流通実態調査）の結果や情勢の変化に応じ、原子力災
害により立ち後れた産地における「福島ならでは」のブランド
を確立・強化するために必要な予算を継続して確保すること。 

 
(2) 国による農林水産物の風評対策の強化 

当県産農林水産物の販売不振の実態と要因を明らかにする
ため、国による流通実態調査を継続するとともに、調査結果に
基づいた流通関係者への指導、助言その他の必要な措置を講じ
ること。 
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26 観光復興に向けた国内外からの誘客促進等の取組に対する
支援 

【復興庁、外務省、国土交通省、観光庁】 
 

(1) ＡＬＰＳ処理水の処分に係る風評対策 
ＡＬＰＳ処理水の処分については、県内全域の観光事業者が

新たな風評による観光業への影響を危惧しており、国において
は、こうした事業者の不安を払拭するため、観光業への風評を
把握する調査の更なる充実、当県の正確な情報や観光の魅力な
どを発信する取組、宿泊減を起こさないセーフティネットとな
る取組等を確実に実施すること。 

 
(2) 浜通り観光再生への支援 

浜通り地域においては、観光客入込数が震災前の水準まで回
復していないほか、観光地としてのコンテンツや観光に携わる
事業者も十分ではない現状があることから、ホープツーリズム
の拡充やブルー・ツーリズムの推進等の誘客促進の取組を通じ
て、観光基盤を育む必要があることから、引き続き、十分な予
算を確保すること。 

 
(3) 風評払拭による観光誘客促進への支援 

当県への観光に不安を抱く国内外の方々に対して、これまで
の風評払拭の取組に加えて、ＡＬＰＳ処理水による新たな風評
への懸念を踏まえ、当県が行うコンテンツ造成や観光キャンペ
ーンなどの情報発信、新たに実施する福島ならではの観光誘客
の取組等に必要な予算を確保すること。 

また、震災後、全国の水準まで回復していないインバウンド
需要について、現地での情報発信による誘客促進等の海外にお
ける福島への風評払拭に向けた取組を行うための予算を確保
すること。 

 
(4) 教育旅行回復への支援 

震災前の水準まで回復していない教育旅行について、モニタ
ーツアーや情報発信等の誘致促進の取組を行うために必要な
予算を確保すること。 

 
(5) 国内外の会議、各種イベント等の誘致・開催への支援 

国及び関係団体が開催する国内外の会議や芸術文化、スポー
ツ等の各種大規模イベントについて、当県の現状を知っていた
だく絶好の機会であることから、当県で開催できるよう誘致等
に努めること。 

なお、開催地に負担が生じる場合は、予算を確保すること。 
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27 福島の復興に向けた未来志向の環境施策の推進 
【環境省】 

 
当県の復興・再生には、帰還困難区域での除染、中間貯蔵施

設事業等の環境回復における課題に着実に取り組むとともに、
豊かな自然や再生可能エネルギー等、当県の強みや特徴をいか
した未来志向の環境施策を推進し、環境先進地域としての福島
の価値を高める必要がある。 

   ついては、令和２年８月に環境省と締結した連携協力協定に
基づく取組の充実・強化を一層図るため、以下の措置を講じる
こと。 

また、浜通り地域を始め当県の風評払拭につながるよう、本
取組について、国が積極的に情報発信するとともに、当県が実
施する県民への理解・機運の醸成に向けた情報発信等の取組に
対して必要な支援を行うこと。 

 
(1) 「ふくしまグリーン復興構想」等の着実な推進 

「ふくしまグリーン復興構想」の実現に向け、国立・国定公
園の魅力向上や周遊促進、ワーケーション等の取組について、
国が積極的に推進するとともに、当県が実施するこれらの取組
や国定公園ビジターセンターの運営に関する十分な支援を行
うこと。 

また、国立・国定公園内における老朽化した施設の再整備な
どに必要な予算を確保すること。 

 
(2) 復興と共に進める地球温暖化対策の推進 

浜通り地域を始め当県の復興の加速化に向けて、県内におけ
る地球温暖化対策の実効ある取組を推進するため、民間施設等
の省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入拡大のために
必要な予算を確保すること。 
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Ⅶ 県民の健康と安全・安心を守る取組 
 
 

28 新型コロナウイルス感染症への継続的な対応 
【厚生労働省、経済産業省】 

 
   新型コロナウイルス感染症については感染症法上の位置付

けが昨月５類に移行したところであるが、今後も感染状況の継
続が懸念されている状況においても、当県の復興・再生を着実
に進めていく必要がある。 

こうした中、県民の安全・安心のための安定的な保健・医療
提供体制の確保に向けて、国が示した当面の移行期間である今
年９月末の期限に関わらず、幅広い医療機関で受入体制が整う
までの間や、感染拡大の局面など取組を拡充させる必要がある
場合においては、基本的な感染対策に要する経費、外来・入院
体制の確保及び拡充に要する経費、患者の医療費の公費支援及
びワクチン接種に係る費用等について、引き続き国が全額を負
担すること。 

  また、ワクチン接種の効果や安全性、必要性について、科学
的根拠に基づき、国民に分かりやすく丁寧に広報するととも
に、円滑な接種勧奨のため、国の責任において積極的な情報提
供を実施すること。 

さらに、医療機関への負担を軽減させるため、抗原検査キッ
トによるセルフチェックを推奨することとし、国民が検査キッ
トを購入しやすくなるよう市場価格の引下げや安定的な流通
の確保について、製造販売業者への必要な支援を国が行うこ
と。 

  あわせて、厳しい状況にある中小企業の資金繰りを支援する
ため、国から金融機関への柔軟な対応の要請を継続するととも
に、伴走支援型特別保証制度の延長など引き続き必要な対策を
講じること。 
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29 避難者支援の充実 
【内閣府、復興庁、総務省、厚生労働省、国土交通省】 

 
(1) 避難者の生活再建支援 

地震・津波や原子力災害による避難者が、今後の生活の見通
しを立てることができるよう、災害救助法に基づく応急仮設住
宅（賃貸型応急住宅等を含む）から安定した住宅への円滑な移
行支援やコミュニティ形成支援などの取組に対して、被災者支
援総合交付金の予算を確保すること。 

 
(2) 応急仮設住宅の供与期間の延長等 

災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与期間については、避
難指示が継続している区域等の避難者が安定した住まいへ円
滑に移行し、居住の安定が確保されるまで同法による供与期間
の適切な延長を行うこと。 

また、避難の長期化に伴う生活環境の変化の実情を踏まえ、
賃貸型応急住宅間の住み替えについて、引き続き災害救助法の
柔軟な適用を図ること。 

なお、応急仮設住宅の供与期間の延長も踏まえ、国による東
京電力への指導を含め、住宅の確保等において不均衡が生じな
いよう必要な措置を講じること。 

 
(3) 避難を継続している県民への支援 

避難生活の長期化等に伴い、生活や心身の健康など、避難者
の抱える課題は個別化・複雑化していることから、当県が実施
する避難者への見守りや相談支援等の取組に対し、引き続き被
災者支援総合交付金の予算を確保すること。 

また、避難者が避難先でふるさととの絆を保つことができる
よう、避難者向け地域情報紙の発行など当県が実施している情
報提供の取組に対する予算を確保するとともに、避難指示区域
外からの避難者に対する情報提供の取組に対しても、引き続き
被災者支援総合交付金の予算を確保すること。 
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(4) 高速道路無料措置の延長等 
避難生活が長期化する中、一時帰宅を含めてふるさとを往来

する避難者の経済的な負担を軽減するため、令和６年３月３１
日まで実施されている旧警戒区域等からの避難者に対する高
速道路無料措置を、帰還できるまで延長すること。 

また、令和６年３月３１日まで実施されている原発事故によ
る母子避難者等に対する高速道路の無料措置は、母子避難者等
が不安を抱えながら生活を送っていることを踏まえて延長措
置を講じるとともに、国が直接実施すること。 

 
(5) 被災者の心のケアへの支援 

東日本大震災から１２年が経過し、長期化する避難生活や避
難指示解除に伴うふるさとへの帰還、復興公営住宅等への転居
による生活環境の変化など、県内外に避難する県民は依然とし
て高いストレス状態にある。 

ふくしま心のケアセンターを設置し、被災者への個別相談や
市町村支援に取り組んでいるところであるが、被災者への心の
ケアは長期的な取組が必要であることから、当該事業（被災者
支援総合交付金）の継続に向けた必要な予算を確保すること。 

また、避難の有無にかかわらず原子力災害という世界に例の
ない災害によるストレスにさらされ続けている県民の自殺対
策に長期的に取り組むことができるよう、国において自殺対策
に必要な予算を確保すること。 
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30 安心して子どもを生み育てやすい環境の整備 
【こども家庭庁、復興庁、環境省】 

 
当県では、原発事故による急激な人口減少という困難な課題

に対し、１８歳以下の子どもの医療費無料化を始め、社会全体
での子育ち・子育ての総合的な対策を強化し、安心して子ども
を生み育てることができる環境づくりを積極的に推進してき
たところである。 

国においては、いまだに根強い風評や子育て現場に残る不安
など福島の特殊な現状をしっかりと受け止め、県・市町村が切
れ目なく安心して子育てしやすい環境の整備を継続できるよ
う、第２期復興・創生期間以降においても長期的な視点に立っ
て安定的かつ十分な予算を確保すること。 
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31 県民の健康回復に係る総合的推進の継続 
【復興庁、文部科学省】 

 
(1) 県民の健康回復を総合的に推進するため必要な財源措置の

継続 
復興・再生を成し遂げるため、当県で安心して暮らし、子ど

もを生み育てることができる生活環境を実現し、県内全域にお
ける放射線による健康上の不安解消ができるよう、当県が「食・
運動・社会参加」を３本の柱に、子どもから高齢者等まで、全
世代に対して被災者支援の観点で取り組む健康関連に関する、
復興公営住宅等の避難者支援・避難地域の健康支援体制をサポ
ートする取組、子どもの心身の健康を長期に見守り安心を提供
する取組、復興を支える県民の健康づくりを通じた地域活力を
再生する取組や高齢者等が安心して暮らせる地域のつながり
を再構築する取組について、引き続き安定的かつ十分な予算を
確保すること。 

 
(2) 県民の健康不安解消に向けた研究開発 

当県においては、いまだ原子力災害に起因する放射線による
健康不安が根強く、その解消が課題となっている。その解消に
向けては、迅速かつ最先端の治療を可能とする医療提供体制が
不可欠であり、特にがん等への不安を解消するための万全の備
えが必要であることから、福島県立医科大学内の先端臨床研究
センターでは、国内随一の医療用中型サイクロトロンを用い
て、アスタチンを用いた放射性薬剤の研究開発を推進している
ところである。令和４年度から治験を開始しているが、臨床現
場での先進的な治療の早期実現に向けて着実に進捗させる必
要があることから、令和６年度以降の臨床研究の実施に当た
り、必要な予算を確保すること。 
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32 復興・再生に必要な福島ならではの教育に対する支援強化 
【復興庁、総務省、文部科学省】 

 
(1) 福島の復興・自然体験活動に係る取組等に必要な予算確保 

子どもたちが、復興やコミュニティの再生等、地域の課題の
解決に向けた探究型・体験型の学び、風評の払拭を始めとする
課題をテーマとして国内外に発信・交流する活動等の社会体
験・社会貢献活動、自然体験活動等を行うために必要な予算を
確保すること。 

 
(2) 児童生徒の体力向上や食育の充実に必要な予算確保 

東日本大震災後に著しく低下した子どもの体力と増加した
肥満傾向児の出現率は、全体的に改善傾向にあるものの、いま
だ肥満傾向児の出現率の全国との差は、震災前の水準まで回復
していないことから、運動習慣や食習慣を自ら改善するための
健康マネジメント力を育む事業の継続的な実施が可能となる
よう、必要な予算を確保すること。 

 
(3) 児童生徒の学習支援によるコミュニティ復興支援事業の継続 

東日本大震災により新たに生じた住民同士の絆を深化する
ことや、避難指示解除等に伴い帰還した地域コミュニティを構
築するため、学校、家庭、地域の連携による教育を推進する人
材の育成や、仕組みを構築するための支援事業を実施できるよ
う、引き続き予算を確保すること。 

 
(4) 被災児童生徒の就学機会の確保 

東日本大震災により就学が困難になった児童生徒の教育を
受ける機会を十分に確保するため、「被災児童生徒就学支援等
事業」の就学援助事業及び奨学金事業については、第２期復興・
創生期間以降も必要な予算を確保すること。 

 
(5) 個別支援教育の推進 

ＤＶやネグレクト、ヤングケアラー等の自らの力だけでは解
決が困難な課題を抱える児童生徒が増加している中、当県で
は、原発事故等の影響による心のケアを始め、特別な支援が必
要な児童生徒への対応が継続的に求められていることから、標
準法を改正し特別支援学級の編制基準の引き下げを行うなど、
小・中・高できめ細かな教育が行えるよう、体制整備に向けた
十分な支援を行うこと。 
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(6) 原子力発電所事故に伴う風評等を防止する教育 
全国の児童生徒及び国民が放射線等に係る正しい知識を持

ち、当県の現状を正しく理解することができるよう、国や当県
が作成した放射線教材の使用についても指導助言を行うなど、
正しい情報発信・放射線教育のための継続的な支援を行うこ
と。   

また、当県が作成した「ふくしま道徳教育資料集」等を活用
し、風評やいじめ、差別等を防止する教育を推進すること。 
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33 復興・再生に向けた治安の維持 
【警察庁、復興庁、総務省、国土交通省】 

 
当県における復興・創生に伴う警察活動は、令和５年度まで

とされている期限付き増員による補完によって維持されてお
り、いまだに帰還困難区域に指定され居住を制限されている地
域が存在しているほか、特定復興再生拠点区域では避難指示解
除に伴い住民の居住が進むなど、日々刻々と変化する被災地の
治安情勢に対応し、避難者や帰還する住民などの安全・安心を
確保する必要があることから、震災復興特別交付税措置等によ
り令和６年度以降も警察官の期限付き増員を継続すること。 

また、特定復興再生拠点区域の避難指示解除に伴うインフラ
整備など、復興の進捗に合わせた交通流の変化に適切に対応す
るため、交通安全施設の整備に必要な予算を確保すること。 

さらに、避難指示の解除等による住民の帰還が進む一方、帰
還困難区域における窃盗などの犯罪が増加傾向にあることか
ら、被災地域の情勢変化に対応した治安維持・多岐にわたる警
察活動の強化に必要な予算を確保すること。 

加えて、復興に向けた治安維持の活動に当たっては、小型航
空機を用いた上空からの道路状況の把握等を行っているが、近
年、頻発・激甚化する自然災害等の対応で同航空機が出動する
機会が多く、航空機の２機配備が必要であるほか、当県の地形
的特徴から長い航行距離と時間を確保できる航空機の配備が
不可欠であることから、中型機を新たに配備するための必要な
予算を早期に確保すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 57 - 

Ⅷ 産業再生、インフラ整備 
 
 

34 原子力災害対応雇用支援事業等の継続 
【復興庁、厚生労働省】 

 
(1) 原子力災害対応雇用支援事業の継続 

原子力災害対応雇用支援事業については、被災求職者の雇
用・就職機会の創出や人材育成等により生活の安定を図るとと
もに、風評払拭事業等の原子力災害からの復興に不可欠な事業
に活用しており、継続は必須であることから、令和６年度以降
も実施期間を延長すること。 

 
(2) 事業復興型雇用確保事業の継続及び採択要件緩和 

令和６年度以降に開始する事業を対象とするほか、労働力不
足の解消、将来の産業を担う人材確保のため、被災求職者の要
件を緩和するとともに、新規申請事業所以外の事業所も対象に
するなど、採択要件の緩和を行うこと。 
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35 企業誘致の促進 
【復興庁、経済産業省】 

 
東日本大震災や原子力災害により、甚大な被害を受けた当県

全域の産業復興を図るためには企業誘致の促進を通じた産業
の集積が極めて重要である。 

こうした中、浜通り地域等においては、地域の再生に向けた
働く場の確保は必須の課題であり、産業の復興再生のための自
立・帰還支援雇用創出企業立地補助金については、地域の実情
を踏まえ、令和６年度以降も募集を実施し、事業完了期限を延
長するとともに、制度の継続に当たっては十分な予算を確保す
ること。 

また、長期にわたる原子力災害や度重なる災害の影響により
いまだ分譲が進められない浜通りの産業団地に対する支援策
を講じること。 
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36 社会資本の整備に係る財源措置等 
【復興庁、総務省、農林水産省、国土交通省】 

 
(1) 復旧・復興事業（復興特別会計）における財源の確保等 

当県の復興・再生には、今後も十分な財源措置と長期的な国
の支援が必要であることから、公共土木施設等の災害復旧、津
波被災地の復興まちづくり、避難者の居住の安定確保、県土の
復興を支援する道路ネットワークや物流基盤の整備、営農再開
を加速するための農業基盤整備等を重点的に進め、かつ、確実
に事業完了を図るために必要となる財源を十分に確保すると
ともに、インフラ等の環境整備を一層加速するため、復興係数・
復興歩掛の特例措置を継続すること。 

 
(2) 直轄事業における財源の確保 

国の直轄事業として実施する道路事業、河川事業、砂防事業
及び港湾事業について、当県の復興・再生や持続可能な地域社
会の形成には基幹的な社会インフラの着実な整備が必要不可
欠であることから、必要となる財源を確保して事業を着実に推
進すること。 

 
(3) 通常事業（一般会計）における財源の確保 

国土強靭化や経済の活性化等に直結する社会資本の整備に
ついて、県民の安全で安心な暮らしを守り、県土全域の将来像
を見据えて戦略的に進めるため、通常事業（社会資本整備総合
交付金や防災・安全交付金、農山漁村地域整備交付金、水産物
供給基盤整備事業等）の財源を十分に確保すること。 
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37 農業・農村再生のために必要な予算の確保 
【復興庁、農林水産省】 

 
(1) 農業・農村の再生 

避難指示区域等における帰還促進や営農再開、地域コミュニ
ティの再構築等、東日本大震災及び原子力災害の影響を受けた
当県の農業・農村の再生は、今後も長い時間が必要となること
から、農地集積の更なる促進や農地の大区画化・汎用化に向け
たほ場整備、県民の安全・安心につながるため池の放射性物質
対策などの復興事業について、第２期復興・創生期間以降も事
業が完了するまでに必要な予算を確保すること。 

 
 (2) 新規就農者の育成 

避難指示や高齢化等により農業者が著しく減少しており、農
業再生に向けては新たな担い手の確保が重要な課題である。こ
のため、就農・定着から経営発展に至る総合的な相談窓口であ
る農業経営・就農支援センターの取組について情報発信してい
るところであり、国においても当該制度の積極的な周知に取り
組むとともに、運営や広報等に要する予算を確保すること。 

また、新規就農者の確保・定着を進めるためには長期の伴走
支援が重要であることから、「就農コーディネーター」等の設
置や専門家の派遣、研修会の開催等を支援すること。 

さらに、新規就農者が地域の担い手として定着するまでの
間、技術研鑽を図りながら安心して農業経営を展開するため、
新規就農者育成総合対策の予算を確保すること。 
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38 森林・林業再生のために必要な制度と予算の確保 
【復興庁、農林水産省、環境省】 

 
原子力災害の影響を受けた当県の森林を再生し、林業・木材

産業の活性化や生活圏の環境保全を図る上で欠かすことので
きない「ふくしま森林再生事業」を始めとした各種復興施策に
ついて、第２期復興・創生期間以降も必要な予算を確保するこ
と。 

特に、放射性物質の影響を受けた広葉樹林については、きの
こ原木林等の循環利用が図られるよう、計画的な再生に向けた
伐採・更新等の取組を推進する必要があることから、ほだ木等
原木林再生のための予算を確保すること。 
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39 水産業再生に係る取組の強化 
【復興庁、農林水産省、水産庁、経済産業省】 

 
当県水産業は、令和３年４月に本格的な操業に向けた新たな

段階へ大きく踏み出したところであるが、沿岸漁業全体の生産
量は震災前に比べて低い水準に留まっている。 

水産業に関わる事業者が、将来にわたって安心して事業を営
むことができるよう、水揚げされた水産物が適正な価格で取引
され、しっかり売り切ることができる環境づくりに必要な対策
が必要であることから、国が前面に立ち、生産から流通、消費
に至る水産業全体を捉えた総合的かつ強力な対策を引き続き
講じること。 

特に、新規就業者への支援制度の強化や、今後増産される当
県産水産物の販路拡大に必要な定期輸送、原子力災害により遊
漁者数減少等の影響を受けている内水面漁業・養殖業の経営改
善に資する取組等、適時適切な支援を行うこと。 

また、近隣県に比べて生産回復が大きく立ち後れている現状
を踏まえ、長期的な視点に立った支援の継続と、十分な予算の
確保を図ること。 
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40 食料安全保障の強化に向けた支援 
【農林水産省】 

 
   食料安全保障の強化に向けては、食料供給を担う農林水産業

の持続的発展が不可欠であり、国と地方が一体となって食料の
安定供給の確保や食料自給率の向上を図ることが重要である。 

こうした中、根強い風評により、県産農林水産物の価格が依
然として全国の水準まで回復していない現状を踏まえ、燃油・
生産資材等の価格高騰により影響を受ける農林漁業者等に対
する支援の継続に加え、安定的な調達・供給に向けた取組を強
化するとともに、生産費用の増加を価格へ適正に転嫁できるよ
う、消費者等の理解醸成を図ること。 

また、食料自給率の向上に向けて、輸入に大きく依存する麦
等の農産物における国内生産の増大と国産農林水産物の消費
拡大を推進すること。 

さらに、避難指示等により当県の農林漁業者数は著しく減少
していることから、多様な人材を農山漁村に呼び込むととも
に、就業希望者等が農林水産業を職業として選択し、安定的な
経営を展開することができるよう農林水産業の担い手の確保・
育成に必要な予算を十分に確保すること。 
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41 県土の復興に向けた道路ネットワーク構築に対する支援 
【復興庁、国土交通省】 

 
県土全域の復興と将来像を見据えた活力ある社会基盤の構

築に向けて、広域的な地域連携を促進する道路ネットワーク強
化のため、６本の連携軸である会津軸・中通り軸・横断道軸・
南部軸の基幹的な道路である会津縦貫道や国道４号、国道１３
号、国道４９号、国道２８９号などの各事業について早期整備
を図ること。 

 
(1) 広域的なネットワークを強化する会津軸の整備  

災害に強い幹線道路ネットワークの確保や、日光・会津・米
沢の連携した広域周遊ルートを創出するため、会津縦貫道の早
期整備・早期完成を図るとともに、国道１１８号の一部区間及
び国道１２１号を直轄指定区間とすること。 

 
(2) 中通り軸・横断道軸・南部軸の整備 

① 中通り軸として、国道４号（矢吹鏡石道路、伊達拡幅）及
び国道１３号（福島西道路Ⅱ期工区）の早期完成を図るとと
もに、国道４号矢吹町以南の早期の全線４車線化を図るこ
と。 

また、福島都市圏北部の交通円滑化に向け、国道４号福島
北道路の早期事業化を図ること。 

 
② 横断道軸として、磐越自動車道の４車線化優先整備区間

「会津若松ＩＣ～安田ＩＣ間」のうち、事業化となった「会
津坂下ＩＣ～西会津ＩＣ間」、「西会津ＩＣ～津川ＩＣ間の
一部区間」及び「三川ＩＣ～安田ＩＣ間」の早期完成や、残
る区間の早期事業化を図るとともに、「安田ＩＣ～新潟中央
ＪＣＴ間」についても、４車線化優先整備区間に選定するこ
と。 

また、国道４９号（北好間改良、会津防災事業）の早期整
備を図ること。 

 
③ 南部軸として、国道２８９号で唯一交通不能区間の八十里

越について、国直轄権限代行事業の早期整備を図ること。 
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42 国際競争力強化に向けた物流拠点整備への支援 
【復興庁、経済産業省、国土交通省】 

 
(1) 物流拠点としての小名浜港の整備 

特定貨物輸入拠点港湾の指定を受けている小名浜港につい
ては、産業と生活に必要な資源及び復興に必要なエネルギー関
連物資等を安定的かつ安価に供給するため、東港地区の早期完
成が必要であることから、国際物流ターミナル整備事業（国・
沖防波堤等整備）を更に促進すること。 

また、国際物流の結節点・産業拠点となる小名浜港において、
水素やアンモニア等の次世代エネルギーの大量輸入や貯蔵、利
活用等を図り、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化を通じて
温室効果ガスの排出を全体でゼロにする「カーボンニュートラ
ルポート」を形成するため、県が行う港湾計画の改訂や民間事
業者が進めるカーボンニュートラルに向けた取組に必要な予
算の確保など、十分な支援を行うこと。 

 
(2) 重要港湾相馬港の整備 

復興支援道路である相馬福島道路の全線開通により、今後、
貨物量の増加が見込まれることから、港内静穏度を向上させ安
全で効率的な荷役を可能にするために必要な南防波堤整備の
予算を確保するとともに、沖防波堤の予防保全事業（防波堤嵩
上げ）を促進すること。 
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Ⅸ デジタル田園都市国家構想の推進、カーボンニュートラルの実現、
安全・安心な県土づくりの推進 

 
 

43 デジタル田園都市国家構想の推進 
【内閣官房、内閣府、デジタル庁】 

 
人口減少に歯止めをかけていくためには、デジタル田園都市

国家構想総合戦略の下、結婚・出産・子育ての支援や地方への
移住・定住の促進を始めとした取組を国と地方が一体となって
推進していくことが重要であり、これまでのデジタルの力によ
らない地方創生の取組の継続に加えて、デジタルの力により取
組を発展・加速化させていくことが必要不可欠であることか
ら、県及び市町村が自主性・主体性を最大限に発揮しつつ、地
域の実情に即した実効性の高い取組を安定的かつ円滑に展開
できるよう、デジタル田園都市国家構想交付金や地方財政措置
などにより継続的して十分な予算を確保すること。 

また、県民一人一人がデジタル技術による恩恵を実感して豊
かに暮らすことができるよう、デジタル社会形成基本法やデジ
タル田園都市国家構想等に基づき、地方においてデジタル社会
を実現する必要があるが、デジタル化の取組は市町村によって
進度にばらつきがあることから、市町村の実情に応じたデジタ
ル化の取組を安定的かつ円滑に展開できるよう、実装だけでな
く実証も交付金の対象とするなど運用の弾力化を図り、地方に
おける取組を更に強力に支援すること。 

さらに、地方はデジタル田園都市国家構想総合戦略を勘案し
ながら地域の実情に応じた地方版総合戦略を策定する必要が
あるが、策定に当たっては、地方に過度の負担を強いることの
ないようにするとともに、必要な財政措置や助言等の支援措置
を講じること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 68 - 

44 カーボンニュートラルの実現に向けた取組の加速化 
【総務省、環境省】 

 
当県では、「２０５０年カーボンニュートラル」を宣言し、

産業や家庭など各部門の削減目標値を「見える化」した「カー
ボンニュートラルロードマップ」を示すことで、２０３０年度
までに温室効果ガスを２０１３年度比で実質５０％減とする
目標を掲げている。 

カーボンニュートラルの実現に向け、新たに設立した「ふく
しまカーボンニュートラル実現会議」を通じて、市町村や事業
者とも緊密に連携し、県民総ぐるみによる省エネルギー対策、
再生可能エネルギーの導入拡大を推進するため、電気自動車や
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスなどの導入を支援するとと
もに、公用車の電動化や庁舎のネット・ゼロ・エネルギー・ビ
ル化にも積極的に取り組んでいる。 

ついては、カーボンニュートラルの実現に向けた取組を更に
加速化するため、以下について十分な支援を行うこと。 

 
（1）脱炭素先行地域づくりの推進 

当県は、広大な土地や自然資源等に恵まれており、高い再エ
ネポテンシャルを有していることから、避難地域はもとより、
県内全域において数多くの脱炭素先行地域を創出できるよう、
積極的な財政支援を行うこと。 

また、市町村における脱炭素先行地域づくりに向けては、検
討段階から専門性の高いサポートが必要となることから、環境
省との連携協力協定の取組の一環として、専門職員等が当県と
連携して市町村を支援する体制を構築すること。 

 
（2）脱炭素社会の実現に向けた実践の拡大 

脱炭素社会の実現に向けては、脱炭素先行地域のみならず、
脱炭素地域づくりを目指す全ての意欲のある地域や主体と連
携し、具体的な取組を実践してもらうことが重要であることか
ら、省エネルギー対策の更なる推進や再生可能エネルギーの普
及拡大など、地域の実情に合わせた幅広い取組を安定的かつ継
続的に支援するための十分な財政措置を講じるとともに、昨年
１０月に立ち上げた「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを
創る国民運動」において、国を挙げてカーボンニュートラルへ
の機運醸成に取り組むこと。 
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（3）公共施設等の脱炭素化の推進 
脱炭素社会の実現に向けては、県や市町村も一事業者として

率先して取り組んでいく必要があることから、公共施設のネッ
ト・ゼロ・エネルギー・ビル化等を推進するため、地域脱炭素
移行・再エネ推進交付金や地方財政措置などにより十分な予算
を確保すること。 
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45 頻発・激甚化する大規模自然災害への対策 
【内閣官房、内閣府、警察庁、復興庁、総務省、文部科学省、 

厚生労働省、農林水産省、国土交通省】 
 

(1) 防災・減災、国土強靱化のための対策 
当県は、東日本大震災以降も令和元年東日本台風や福島県沖

地震など、幾度も甚大な被害を受けており、気候変動に伴う頻
発・激甚化する大規模自然災害への更なる対応の強化が求めら
れることから、福島県国土強靱化地域計画に位置付ける国土強
靱化関連事業について、公共施設の防災・減災推進のための取
組に必要な予算を確保すること。 

特に、予防保全に向けた老朽化対策の加速化を含め「防災・
減災、国土強靱化５か年加速化対策」については、計画的に事
業を進めるための必要な予算を確保するとともに、実施期間で
ある令和７年度までの５か年総額で十分な財源を確保するこ
と。 

さらに、「防災・減災、国土強靱化５か年加速化対策」完了
後においても、昨今の地震・豪雨・豪雪などの災害状況も踏ま
えた上で、引き続き国土強靱化に必要な財源を通常予算とは別
枠で確保し、継続的に取り組むこと。 

 
(2) 流域治水の推進 

令和元年東日本台風による災害への対応として、頻発・激甚
化する水災害への集中的な対策を講じる必要があるため、阿武
隈川上流の河川大規模災害関連事業として国が進める「阿武隈
川緊急治水対策プロジェクト」の更なる推進を図ること。 

特に、阿武隈川上流遊水地群の整備に当たっては、早期着工
に向け、地域の合意形成を図ること。 

また、令和６年度までに当県が集中的に進める河川改修等の
「福島県緊急水災害対策プロジェクト」への十分な予算を確保
するとともに、ハード・ソフト一体となった事前防災対策を一
層加速させるために流域全体で取り組む「流域治水プロジェク
ト」に必要な予算を十分に確保すること。 

さらに、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、県管理河川
の特定都市河川への指定や流域水害対策計画の策定など、当県
における流域治水の推進への取組に対して引き続き支援する
こと。 
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省庁別索引 
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【内閣官房】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

14 福島国際研究教育機構の取組の総合的な推進【27頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 

43 デジタル田園都市国家構想の推進【67 頁】 

45 頻発・激甚化する大規模自然災害への対策【70頁】 

 

【内閣府】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

1 復興に向けた総合的な施策の推進【3頁】 

2 交付税、基金、交付金等に係る財源措置、地方一般財源総額の確保等【4頁】 

3 復興に向けた人員確保【6頁】 

4 避難地域の復興実現【7 頁】 

5 帰還困難区域の復興・再生【9頁】 

6 避難地域等の事業・生業の再生【10頁】 

10 避難地域等における教育環境の整備・充実【15頁】 

11 避難地域等の復興に向けたインフラ整備に対する支援【17頁】 

13 福島イノベーション・コースト構想の更なる推進【19頁】 

14 福島国際研究教育機構の取組の総合的な推進【27頁】 

19 原子力発電所の安全確保等【35 頁】 

20 除染等の推進【39頁】 

22 放射性物質に汚染された廃棄物の処理【41頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 

25 農林水産物の安全確保と風評対策、産地競争力の強化【46頁】 

29 避難者支援の充実【50頁】 

43 デジタル田園都市国家構想の推進【67 頁】 

45 頻発・激甚化する大規模自然災害への対策【70頁】 

 

【警察庁】 

1 復興に向けた総合的な施策の推進【3頁】 

33 復興・再生に向けた治安の維持【56頁】 

45 頻発・激甚化する大規模自然災害への対策【70頁】 

 

【消費者庁】 

ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 

 

【こども家庭庁】 

2 交付税、基金、交付金等に係る財源措置、地方一般財源総額の確保等【4頁】 

4 避難地域の復興実現【7 頁】 

10 避難地域等における教育環境の整備・充実【15頁】 

30 安心して子どもを生み育てやすい環境の整備【52頁】 

 

【デジタル庁】 

43 デジタル田園都市国家構想の推進【67 頁】 
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【復興庁】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

1 復興に向けた総合的な施策の推進【3頁】 

2 交付税、基金、交付金等に係る財源措置、地方一般財源総額の確保等【4頁】 

3 復興に向けた人員確保【6頁】 

4 避難地域の復興実現【7 頁】 

5 帰還困難区域の復興・再生【9頁】 

6 避難地域等の事業・生業の再生【10頁】 

7 避難地域の営農再開に向けた支援【11 頁】 

8 避難地域等の鳥獣被害対策の推進【12 頁】 

9 避難地域等における医療提供体制の再構築【13頁】 

10 避難地域等における教育環境の整備・充実【15頁】 

11 避難地域等の復興に向けたインフラ整備に対する支援【17頁】 

12 県が整備する復興祈念公園への全面的な財政支援【18頁】 

13 福島イノベーション・コースト構想の更なる推進【19頁】 

14 福島国際研究教育機構の取組の総合的な推進【27頁】 

15 再生可能エネルギー先駆けの地及び福島新エネ社会構想の実現に向けた支援【29 頁】 

16 水素先進県の実現に向けた支援【30頁】 

17 医療関連産業の集積・振興の支援【33 頁】 

20 除染等の推進【39頁】 

21 中間貯蔵施設事業の推進【40頁】 

22 放射性物質に汚染された廃棄物の処理【41頁】 

23 原子力損害賠償の確実な実施【42 頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 

25 農林水産物の安全確保と風評対策、産地競争力の強化【46頁】 

26 観光復興に向けた国内外からの誘客促進等の取組に対する支援【47頁】 

29 避難者支援の充実【50頁】 

30 安心して子どもを生み育てやすい環境の整備【52頁】 

31 県民の健康回復に係る総合的推進の継続【53 頁】 

32 復興・再生に必要な福島ならではの教育に対する支援強化【54頁】 

33 復興・再生に向けた治安の維持【56頁】 

34 原子力災害対応雇用支援事業等の継続【57頁】 

35 企業誘致の促進【58頁】 

36 社会資本の整備に係る財源措置等【59 頁】 

37 農業・農村再生のために必要な予算の確保【60頁】 

38 森林・林業再生のために必要な制度と予算の確保【61頁】 

39 水産業再生に係る取組の強化【62 頁】 

41 県土の復興に向けた道路ネットワーク構築に対する支援【64頁】 

42 国際競争力強化に向けた物流拠点整備への支援【66頁】 

45 頻発・激甚化する大規模自然災害への対策【70頁】 

 

【総務省】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

1 復興に向けた総合的な施策の推進【3頁】 

2 交付税、基金、交付金等に係る財源措置、地方一般財源総額の確保等【4頁】 

3 復興に向けた人員確保【6頁】 

4 避難地域の復興実現【7 頁】 
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10 避難地域等における教育環境の整備・充実【15頁】 

13 福島イノベーション・コースト構想の更なる推進【19頁】 

14 福島国際研究教育機構の取組の総合的な推進【27頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 

29 避難者支援の充実【50頁】 

32 復興・再生に必要な福島ならではの教育に対する支援強化【54頁】 

33 復興・再生に向けた治安の維持【56頁】 

36 社会資本の整備に係る財源措置等【59 頁】 

44 カーボンニュートラルの実現に向けた取組の加速化【68頁】 

45 頻発・激甚化する大規模自然災害への対策【70頁】 

 

【外務省】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

1 復興に向けた総合的な施策の推進【3頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 

25 農林水産物の安全確保と風評対策、産地競争力の強化【46頁】 

26 観光復興に向けた国内外からの誘客促進等の取組に対する支援【47頁】 

 

【財務省】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

1 復興に向けた総合的な施策の推進【3頁】 

2 交付税、基金、交付金等に係る財源措置、地方一般財源総額の確保等【4頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 

 

【文部科学省】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

1 復興に向けた総合的な施策の推進【3頁】 

2 交付税、基金、交付金等に係る財源措置、地方一般財源総額の確保等【4頁】 

3 復興に向けた人員確保【6頁】 

4 避難地域の復興実現【7 頁】 

10 避難地域等における教育環境の整備・充実【15頁】 

13 福島イノベーション・コースト構想の更なる推進【19頁】 

14 福島国際研究教育機構の取組の総合的な推進【27頁】 

15 再生可能エネルギー先駆けの地及び福島新エネ社会構想の実現に向けた支援【29 頁】 

16 水素先進県の実現に向けた支援【30頁】 

17 医療関連産業の集積・振興の支援【33 頁】 

23 原子力損害賠償の確実な実施【42 頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 

31 県民の健康回復に係る総合的推進の継続【53 頁】 

32 復興・再生に必要な福島ならではの教育に対する支援強化【54頁】 

45 頻発・激甚化する大規模自然災害への対策【70頁】 

 

【文化庁】 

3 復興に向けた人員確保【6頁】 

 

【厚生労働省】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 
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1 復興に向けた総合的な施策の推進【3頁】 

2 交付税、基金、交付金等に係る財源措置、地方一般財源総額の確保等【4頁】 

3 復興に向けた人員確保【6頁】 

4 避難地域の復興実現【7 頁】 

9 避難地域等における医療提供体制の再構築【13頁】 

10 避難地域等における教育環境の整備・充実【15頁】 

13 福島イノベーション・コースト構想の更なる推進【19頁】 

14 福島国際研究教育機構の取組の総合的な推進【27頁】 

17 医療関連産業の集積・振興の支援【33 頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 

28 新型コロナウイルス感染症への継続的な対応【49 頁】 

29 避難者支援の充実【50頁】 

34 原子力災害対応雇用支援事業等の継続【57頁】 

45 頻発・激甚化する大規模自然災害への対策【70頁】 

 

【農林水産省】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

1 復興に向けた総合的な施策の推進【3頁】 

2 交付税、基金、交付金等に係る財源措置、地方一般財源総額の確保等【4頁】 

3 復興に向けた人員確保【6頁】 

4 避難地域の復興実現【7 頁】 

5 帰還困難区域の復興・再生【9頁】 

6 避難地域等の事業・生業の再生【10頁】 

7 避難地域の営農再開に向けた支援【11 頁】 

8 避難地域等の鳥獣被害対策の推進【12 頁】 

13 福島イノベーション・コースト構想の更なる推進【19頁】 

14 福島国際研究教育機構の取組の総合的な推進【27頁】 

15 再生可能エネルギー先駆けの地及び福島新エネ社会構想の実現に向けた支援【29 頁】 

20 除染等の推進【39頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 

25 農林水産物の安全確保と風評対策、産地競争力の強化【46頁】 

36 社会資本の整備に係る財源措置等【59 頁】 

37 農業・農村再生のために必要な予算の確保【60頁】 

38 森林・林業再生のために必要な制度と予算の確保【61頁】 

39 水産業再生に係る取組の強化【62 頁】 

40 食料安全保障の強化に向けた支援【63 頁】 

45 頻発・激甚化する大規模自然災害への対策【70頁】 

 

【水産庁】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

39 水産業再生に係る取組の強化【62 頁】 

 

【経済産業省】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

1 復興に向けた総合的な施策の推進【3頁】 

2 交付税、基金、交付金等に係る財源措置、地方一般財源総額の確保等【4頁】 

3 復興に向けた人員確保【6頁】 
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4 避難地域の復興実現【7 頁】 

5 帰還困難区域の復興・再生【9頁】 

6 避難地域等の事業・生業の再生【10頁】 

11 避難地域等の復興に向けたインフラ整備に対する支援【17頁】 

13 福島イノベーション・コースト構想の更なる推進【19頁】 

14 福島国際研究教育機構の取組の総合的な推進【27頁】 

15 再生可能エネルギー先駆けの地及び福島新エネ社会構想の実現に向けた支援【29 頁】 

16 水素先進県の実現に向けた支援【30頁】 

17 医療関連産業の集積・振興の支援【33 頁】 

18 航空宇宙関連産業育成・集積に向けた取組への支援【34頁】 

19 原子力発電所の安全確保等【35 頁】 

23 原子力損害賠償の確実な実施【42 頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 

25 農林水産物の安全確保と風評対策、産地競争力の強化【46頁】 

28 新型コロナウイルス感染症への継続的な対応【49頁】 

35 企業誘致の促進【58頁】 

39 水産業再生に係る取組の強化【62 頁】 

42 国際競争力強化に向けた物流拠点整備への支援【66頁】 

 

【資源エネルギー庁】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

13 福島イノベーション・コースト構想の更なる推進【19頁】 

14 福島国際研究教育機構の取組の総合的な推進【27頁】 

15 再生可能エネルギー先駆けの地及び福島新エネ社会構想の実現に向けた支援【29 頁】 

16 水素先進県の実現に向けた支援【30頁】 

19 原子力発電所の安全確保等【35頁】 

23 原子力損害賠償の確実な実施【42 頁】 

 

【中小企業庁】 

6 避難地域等の事業・生業の再生【10頁】 

 

【国土交通省】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

1 復興に向けた総合的な施策の推進【3頁】 

2 交付税、基金、交付金等に係る財源措置、地方一般財源総額の確保等【4頁】 

3 復興に向けた人員確保【6頁】 

4 避難地域の復興実現【7 頁】 

5 帰還困難区域の復興・再生【9頁】 

11 避難地域等の復興に向けたインフラ整備に対する支援【17頁】 

12 県が整備する復興祈念公園への全面的な財政支援【18頁】 

13 福島イノベーション・コースト構想の更なる推進【19頁】 

14 福島国際研究教育機構の取組の総合的な推進【27頁】 

15 再生可能エネルギー先駆けの地及び福島新エネ社会構想の実現に向けた支援【29 頁】 

16 水素先進県の実現に向けた支援【30頁】 

18 航空宇宙関連産業育成・集積に向けた取組への支援【34頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 

26 観光復興に向けた国内外からの誘客促進等の取組に対する支援【47頁】 
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29 避難者支援の充実【50頁】 

33 復興・再生に向けた治安の維持【56頁】 

36 社会資本の整備に係る財源措置等【59 頁】 

41 県土の復興に向けた道路ネットワーク構築に対する支援【64頁】 

42 国際競争力強化に向けた物流拠点整備への支援【66頁】 

45 頻発・激甚化する大規模自然災害への対策【70頁】 

 

【観光庁】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

13 福島イノベーション・コースト構想の更なる推進【19頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 

26 観光復興に向けた国内外からの誘客促進等の取組に対する支援【47頁】 

 

【環境省】 

  ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応【1頁】 

1 復興に向けた総合的な施策の推進【3頁】 

2 交付税、基金、交付金等に係る財源措置、地方一般財源総額の確保等【4頁】 

4 避難地域の復興実現【7 頁】 

5 帰還困難区域の復興・再生【9頁】 

8 避難地域等の鳥獣被害対策の推進【12 頁】 

11 避難地域等の復興に向けたインフラ整備に対する支援【17頁】 

13 福島イノベーション・コースト構想の更なる推進【19頁】 

14 福島国際研究教育機構の取組の総合的な推進【27頁】 

15 再生可能エネルギー先駆けの地及び福島新エネ社会構想の実現に向けた支援【29 頁】 

16 水素先進県の実現に向けた支援【30頁】 

19 原子力発電所の安全確保等【35 頁】 

20 除染等の推進【39頁】 

21 中間貯蔵施設事業の推進【40頁】 

22 放射性物質に汚染された廃棄物の処理【41頁】 

24 風評払拭・風化防止対策の強化【44頁】 
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